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和  束  町  議  会  

 

令和６年第３回和束町議会定例会  

会議録  （第２号）  

 

    招集年月日    令和６年９月２６（木）  

    招集の場所    和束町議会議場  

    開閉議日時    開議  午前  ９時３０分  

            閉議  午後  ３時１５分  

 

    出席議員（９名）  

      １番   村   山   一   彦    ２番   宗      健   司  

      ３番   山   本   達   也    ４番   髙   山   豊   彦  

      ５番   井   上   武  津  男    ６番   岡   本   正   意  

      ７番   畑      武   志    ８番   小   西      啓  

     １０番   吉   田   哲   也  

    欠席議員（１名）  

      ９番   岡   田      勇  

      な   し  

 

 職務のため議場に出席した者の氏名  

    事 務 局 長   細  井  隆  則  

    書 記   西  田  絵  美  
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 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため議会に出席した者の職氏名  

    町 長   馬 場  正 実 

 
    理事兼会計管理者 
               岡 田  博 之 
    兼 会 計 課 長 
 

    総 務 課 長   原 田  敏 明 
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    税 住 民 課 長   今 西   靖 

    福 祉 課 長   北    広 光 

    保 育 園 長   冨  岡  初  代 

    福 祉 課 主 幹   小  川  恭 仁 子 

 
    総合施設整備課長  
               但 馬  宗 博 
    兼 診 療所 事務 長  
 

    国保診療所医療担当課長   馬 場  か よ 子 

    農 村 振 興 課 長   松 井  幸 則 

    建 設 事 業 課 長   井 上  博 丞 

 

    議 事 日 程   別 紙 の と お り 

    会 議 に 付 し た 事 件   別紙議事日程のとおり 

    会 議 の 経 過   別 紙 の と お り 

    会 議 録 署 名 議 員   ６番  岡  本  正  意  

                 ７番  畑    武  志  
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議事日程（第２号）  

 

日程第  １  会議録署名議員の指名  

日程第  ２  認定第  １号  令和５年度和束町一般会計歳入歳出決算認定について  

      認定第  ２号  令和５年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算認定  

             について  

      認定第  ３号  令和５年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認  

             定について  

      認定第  ４号  令和５年度和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認  

             定について  

      認定第  ５号  令和５年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定  

             について  

      認定第  ６号  令和５年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に  

             ついて  

      認定第  ７号  令和５年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

             認定について  

日程第  ３  同意第  ４号  監査委員の選任について  

日程第  ４  議案第３７号  和束町総合保健福祉施設医療機器（電子カルテ等）購入  

             契約の締結について  

日程第  ５  議案第３８号  和束町総合保健福祉施設医療機器（理学療法機器）購入  

             契約の締結について  

日程第  ６  議案第３９号  和束町国民健康保険条例の一部を改正する条例  

日程第  ７  議案第４０号  湯船辺地に係る総合整備計画の変更について  

日程第  ８  議案第４１号  令和６年度和束町一般会計補正予算（第２号）  

      議案第４２号  令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第２  
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             号）  

      議案第４３号  令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）  

      議案第４４号  令和６年度和束町簡易水道事業会計補正予算（第１号）  

      議案第４５号  令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計補正  

             予算（第２号）  

日程第  ９  発議第  ７号  再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書  

日程第１０  発議第  ８号  健康保険証の廃止中止を求める意見書  

日程第１１  発議第  ９号  食糧の安定供給に関する意見書  

日程第１２  委員会の閉会中の継続審査・調査について  
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午前９時３０分開会  

○議長（吉田哲也君）  

 皆さん、おはようございます。本日は、ご苦労さまです。  

 ただいまから、令和６年和束町議会第３回定例会を再開いたします。  

 本日の会議を開きます。  

 岡田  勇議員から欠席の届けが出ています。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、６番、岡本正意議員、７番、

畑  武志議員を指名いたします。  

 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。  

 日程第２、認定第１号から認定第７号まで、令和５年度和束町一般会計歳入歳出決

算認定について及び令和５年度和束町各特別会計歳入歳出決算認定について、以上７

件を一括議題といたします。  

 本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。  

 決算特別委員長、村山一彦議員。  

○決算特別委員長（村山一彦君）  

 それでは、私のほうからは、決算特別委員会審査の報告を行います。  

 認定第１号から認定第７号まで、令和５年度和束町一般会計歳入歳出決算及び和束

町特別会計歳入歳出決算については、９月１０日開会の第３回定例議会本会議におい

て提案され、これを受けて議会は議員全員による決算特別委員会を設置し、付託の上、

９月１９日及び２０日の２日間にわたり審査を行いました。  

 審査に当たっては、小西監査委員から決算審査意見書の報告、理事からは主な施策

の成果並びに決算書の説明、続いて各所管の課長に事項別明細書の説明を求めました。  

 令和５年度の一般会計ほか６特別会計の決算額は、歳入６２億７ ,４４０万１ ,００

０円、歳出６１億６ ,２８２万３ ,０００円、歳入歳出差引額１億１ ,１５７万８ ,００
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０円となり、実質収支額も９ ,７７３万６ ,０００円の黒字となりました。  

 新型コロナウイルスの感染状況が落ち着きを見せつつあった反面、ロシアのウクラ

イナ侵攻による物価高騰が引き続き、住民生活に大きな影響を及ぼす中、令和５年度

は、令和３年度に策定された第５次総合計画の前期基本計画の中間年としてスタート

し、総合保健福祉施設建築工事などの大規模事業に着手された。  

 第５次総合計画では六つの施策の展開方向が示されており、そのうち、「子どもか

ら高齢者までの全ての住民が健やかに暮らせる郷」では、生活支援燃料券事業や茶源

郷和束生活応援商品券事業、総合保健福祉施設整備事業などが、「生きる力を育む教

育と生涯にわたった学びの郷」では、農・観連携コミュニティ創生事業や大阪・関西

万博きょうとの力創出・発信事業などが、「自然と共生し、安心・安全な郷」では、

森林経営管理事業や地域循環型農業推進事業などが、「お茶観光を軸とした交流の郷」

では、農業次世代人材投資資金給付事業やグリーンスローモビリティ周遊観光事業、

石寺景観前駐車場整備事業、オープンエアミュージアムなどが、「快適で美しい環境

の郷」では、祝橋や石寺橋の整備事業、地域おこし協力隊事業、町道撰原下島線拡幅

改良事業、路線バス対策事業、茶源郷乗合交通生活お届け事業などが、「住民と行政

のパートナーシップによる郷」では、茶源郷行政情報配信システム事業やふるさと応

援寄附金事業などに取り組まれた。  

 一方、財政の状況は、財政構造の弾力性や健全性を示す経常収支比率が８５ .４％

と、普通交付税の増加により、よい数値をキープしてはいるものの、公債費の増加に

より前年度より０ .９ポイント悪化している。  

 また、財政力指数は令和４年度と同じく０ .１７８で依然として自主財源の割合が

低く、財源に余裕がない状況でした。  

 竣工した祝橋や現在建築中の総合保健福祉施設整備事業、石寺橋整備事業等の大規

模事業等による元利償還金の増加により実質公債費比率の悪化が予想されるため、限

られた財源の中、取捨選択し、事業を計画していかなくてはなりません。  
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 各委員からは、「商工会の移動販売が終了する。高齢者対策の充実の観点からもで

きるだけ早期の再開に向けて検討を」、「小中学校の体育館や和束海洋センターへの

空調設備の設置は避難所としてだけでなく、部活動や住民の活動の場として不可欠」、

「茶源郷行政情報配信システムとして配布されているタブレット端末の利用率は」、

「和束天満宮付近の府道への街灯の設置はどうなっているのか」、「コロナのワクチ

ン接種の後遺症の事例は」、「早期発見が早期治療につながる。胃がん検診に胃カメ

ラを採用する考えは」、「国保税の悪質滞納者に対する資格証明書の発行が毎回指摘

されている。今後検討を」、「配食サービスは、せめて通年化が必要だが、一番のネ

ックは届ける人がいないこと。町としても支援を」、「行政ができない部分を活性化

センターに委託し、様々な事業を行っているが、住民への広がりがない。一旦立ち止

まって検証し、進めるべきは進め、改めるものは改めるべきではないか」、「２０２

７年のワールドマスターズゲームズについて、町民への広がりがない。今後どのよう

に周知していくのか」、「ＷａｚＣａｒの登録者数が伸びている。湯船では路線バス

の代替交通として機能しているが、他の地域では伸びていない。料金設定や乗降場所

などに使いにくい状況があるのではないか」、「総合保健福祉施設の建築や町道中溝

学校線に関し、住民に対する説明が不十分で、その要因は全体的なことが見えていな

いこと。配慮が必要である」、「周遊観光事業の利用者数が増えてきているのではな

いか」、「認定こども園の検討状況は保護者等広く知らせる必要がある」など、多岐

にわたり活発な質疑が交わされました。  

 詳細については、後日、会議録にてご承知願います。  

 質疑の後、討論が行われ、岡本委員から、一般会計・国民健康保険特別会計・簡易

水道事業特別会計・下水道事業特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会

計の六つの会計の決算認定に反対する意見が述べられました。  

 また、賛成討論については、畑委員から一般会計及び介護保険特別会計について、

山本委員から国民健康保険特別会計について、宗委員から簡易水道事業特別会計につ
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いて、髙山委員から下水道事業特別会計について、井上委員から後期高齢者医療特別

会計について、それぞれ賛成の意見が述べられました。  

 採決の結果は次のとおりでした。  

 認定第１号  令和５年度和束町一般会計歳入歳出決算認定は、賛成者多数で可決。  

 認定第２号  令和５年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者全

員で可決。  

 認定第３号  令和５年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者

多数で可決。  

 認定第４号  令和５年度和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者

多数で可決。  

 認定第５号  令和５年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者多

数で可決。  

 認定第６号  令和５年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者多数

で可決。  

 認定第７号  令和５年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定は、賛成

者多数で可決。  

 以上のとおり、令和５年度和束町一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決

算は原案のとおり認定することに可決し、９月２５日、決算特別委員会審査報告書を

作成し、議長に提出いたしました。  

 以上、報告といたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 本件に関しましては、ただいま報告がありましたように、議員全員による決算特別

委員会で審査され、質疑・討論も活発に行われましたので、質疑・討論を省略し、こ

れより採決いたします。  

 本件に対する委員長の報告は、認定すべきとするものです。  
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 よって、本決算認定の７件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。  

 起立多数です。  

 したがって、認定第１号から認定第７号まで、令和５年度和束町一般会計歳入歳出

決算認定について及び令和５年度和束町各特別会計歳入歳出決算認定について、以上

７件は、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。  

 日程第３、同意第４号  監査委員の選任についてを議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 おはようございます。  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 同意第４号の提案理由。  

 和束町監査委員に、渡邊正徳氏を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の

規定により議会の同意を賜りたく提案させていただく次第でございます。  

 審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（吉田哲也君）  

 総務課長。  

○総務課長（原田敏明君）  

 おはようございます。  

 私のほうから、議案の説明をさせていただきます。  

 和束町議会令和６年第３回定例会議案書をお願いいたします。  

 同意第４号のご説明を申し上げます。  

 同意第４号  

監査委員の選任について  
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 下記の者を和束町監査委員に選任したいから、地方自治法第１９６条第１項の規定

により議会の同意を求める。  

記  

         住   所   京都府相楽郡和束町大字白栖  

         氏   名   渡  邊  正  徳  

         年   齢   ６７歳  

                           令和６年９月２６日提出  

                           和 束 町長  馬 場  正実  

 １枚おめくりください。  

 渡邊氏の略歴書になっております。お目通しのほうをお願いしたいということでご

ざいますが、少しご説明のほうをさせていただきます。  

 渡邊氏におかれましては、昭和５５年に奈良市の市役所に入庁され、平成２９年３

月に退職されるまで要職を務められ、行政及び財政事務全般に精通されておられる方

でございますので、ご同意のほうをいただきますようどうぞよろしくお願いいたしま

す。  

 以上です。  

○議長（吉田哲也君）  

 お諮りいたします。  

 本案は人事案件につき、質疑・討論を省略したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 これより、採決いたします。  

 同意第４号  監査委員の選任については、原案のとおり同意することに賛成の方は

起立願います。  

 起立全員です。  
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 したがって、同意第４号  監査委員の選任については、原案のとおり同意すること

に決定いたしました。  

 日程第４、議案第３７号  和束町総合保健福祉施設医療機器（電子カルテ等）購入

契約の締結についてを議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 それでは、議案第３７号の提案理由を申し上げます。  

 令和６年９月６日に一般競争入札に付した和束町総合保健福祉施設医療機器（電子

カルテ等）購入契約の契約金額が７００万円を超えましたので、地方自治法第９６条

第１項第５号の規定により、議会の議決を求めたく、提案させていただく次第であり

ます。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 おはようございます。  

 それでは、議案第３７号をよろしくお願いいたします。  

 議案第３７号  

    和束町総合保健福祉施設医療機器（電子カルテ等）購入契約の締結  

    について  

 令和６年９月６日に一般競争入札に付した、和束町総合保健福祉施設医療機器（電

子カルテ等）購入について、下記のとおり契約を締結したいので、地方自治法第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。  

記  
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 １  事 業 名  和束町総合保健福祉施設整備事業  

 ２  物 品 番 号  ６施整医機第１号  

 ３  物 品 名  和束町総合保健福祉施設医療機器（電子カルテ等）  

 ４  納 入 場 所  和束町大字釜塚小字生水１５番地  

           和束町健康福祉交流センター診療所内  

 ５  契 約 金 額  ３ ,０４７万円  

           （うち消費税相当額２７７万円）  

 ６  契約の相手方   奈良市八条町３５６番地  

           株式会社三笑堂奈良中央支店  支店長  大橋隆之  

 ７  契 約 の 方 法  地方自治法第２３４条の規定による一般競争入札  

 ８  履 行 期 間  議会の議決を得た日の翌日から令和７年３月１４日まで  

 ９  支 出 科 目  和束町一般会計  

           （款）  ３  民生費  

           （項）  １  社会福祉費  

           （目）  １  社会福祉総務費  

           （節）１７  備品購入費  

                           令和６年９月２６日提出 

                           和 束 町 長  馬 場  正 実 

 裏面をお願いいたします。  

 Ｎｏ .３７、資料でございます。  

和束町総合保健福祉施設医療機器（電子カルテ等）概要  

 １  備品大内訳  

  ・電子カルテ（クリニック用電子カルテ各諸室サーバー専用機機器１台、クライ  

   アント機デスクトップＰＣ４台、クライアント機ノートＰＣ３台  他構成機器  

   １式）                          ８３６万円  
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  ・超音波装置（エコー室超音波診断装置１式）         ２７５万円  

  ・ドライケム（処置室・作業室血液生化学検査装置）      ２４２万円  

  ・内視鏡システム（内視鏡室  内視鏡システム１式）      ７７０万円  

  ・ＦＰＤ（診察室・放射線室  レントゲン画像読取装置１式）  ９２４万円  

 ２  入札参加業者  

 番号、業者名、入札金額、摘要の順にご説明いたします。  

 １  株式会社三笑堂奈良中央支店、２ ,７７０万円、落札  

 今回の入札参加者については、１社のみでございました。  

 ３  税抜予定価格                       ２ ,９４０万円  

 ４  税抜最低制限価格                     無  

 ５  落札率                          ９４ .２２％  

 隣のページには、今回購入医療機器の配置予定図を添付しております。後ほどお目

通しいただきますようよろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（吉田哲也君）  

 これより質疑を行います。  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 それでは、何点か確認をさせていただきたいと思います。  

 今回、電子カルテに係る入札についてということで、応札業者が１社だったという

ことでございます。この入札に競争の原理が働いたのかどうかお答えいただきたい。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの髙山議員のご質問にお答えいたします。  
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 まず、一般競争入札とのことですので、参加者が１社になること自体、想定はでき

ておりませんでした。同等品以上の扱いでございましたので、数社入ってくると想定

しておりましたので、１社ですので、競争性というのは不明ですが、少しでも安く入

手できたと、このように考えておるところでございます。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 今回の入札についてですね、電子カルテシステムの導入につきましては、国が進め

るＩＴ化、ＤＸ化などの観点から理解をするわけですけれども、デスクトップパソコ

ン４台、ノート型パソコン３台となっていますが、多分使われるのは医師１人だと思

うんですが、この台数となった根拠について教えてください。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの髙山議員のご質問にお答えいたします。  

 電子カルテの台数ということで、多いではないかというご指摘ではございますが、

医療従事者ですね、ドクター、ナース、医療事務、皆さんが１枚のカルテ、現在まで

行っております紙カルテというところの回し見る必要がなくなるということで、紛失

防止や患者の状態の共有が確実に行われることができるというふうに認識をしており

ます。ですので、患者に対しまして、取り違いや各種のミスを防ぐことができるとい

うふうに考えております。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  
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○４番（髙山豊彦君）  

 これまでの紙ですとそれぞれナースの方から事務の方に手渡しで渡ると。その間、

紛失、また取り違い等の間違いが起こりやすいということで、医師、ナース、事務の

方それぞれが電子カルテのシステムを使用されるということでよろしいですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 髙山議員お見込みのとおりでございます。  

 よろしくお願いします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 次に、内視鏡システムの導入となっているんですが、そもそもこの施設ですね、入

院設備が整っていない診療所になるわけですけれども、内視鏡を使った処置というの

はどのような医療行為を想定されているのか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 髙山議員のご質問にお答えいたします。  

 内視鏡システムは胃カメラでございまして、月３回、胃カメラの使える先生に来て

いただいて対応をしていただいているところでございます。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  
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 ということで、必要となった患者の方の胃カメラということで、月３回、専門の医

師が来られるということですね。分かりました。  

 次につきましては、議案第３９号、また議案第４２号にも関連するんですけれども、

電子カルテが健康保険証の廃止に伴うマイナ保険証や資格確認書、高齢者医療証等と

の連携は図れるようになるのかどうか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの髙山議員のご質問にお答えいたします。  

 ただいまご質問のありました部分につきましては、電子カルテとは全く分けての運

用になるものでございます。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 電子カルテとは分けた形での今回のシステム導入ということなんですかね。システ

ムとしては、健康保険証等との関係とはまた別ということでよろしいですね。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 髙山議員のご質問にお答えいたします。  

 お見込みのとおりでございます。  

 よろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ５番、井上議員。  
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○５番（井上武津男君）  

 それでは、私のほうから質問させていただきます。  

 医療機器は高額なものであると思いますけれども、機器の選定基準というのはどの

ようになっているか、その点についてお聞きしたいです。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの井上議員のご質問にお答えいたします。  

 一定、ドクターの診療方針を示していただきまして、その上で現在使用している機

器メーカーに近いものや、また互換性のあるものを基準に想定し決定した経過がござ

います。  

 以上でございます。  

 ５番、井上議員。  

○５番（井上武津男君）  

 入札社が１社であったということなんですけれども、どういう理由でこういうこと

が考えられるか、その点についても少しお願いできますでしょうか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 はい、お答えいたします。  

 先ほどの髙山議員のご質問でもありましたが、一般競争入札ということですので、

参加者が１社になること自体想定はできておりませんでした。同等品以上の扱いで発

注いたしましたので、どこの業者でも入ってこれるような形で発注をしております。

１社とはいえ、競争の原理も働いたのかなというふうには考えております。  

 以上でございます。  
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○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 幾つかお聞きしたいと思いますが、まず、先ほどお話がありました今回の電子カル

テの関係ですけども、いわゆる電子カルテの場合、先ほど説明がありましたように、

いわゆるデータの共有であるとか、そういう媒体を通じて医療従事者が情報を共有で

きるという利点はあるんですけども、一方で、いわゆる情報の漏えいであるとか、ま

た、いろんな災害であるとかのときのバックアップの関係であるとか、そういういろ

んな意味でリスクもあるというふうに思うんですね。しかも、この施設は前から言っ

ておりますけども、浸水想定地域にございます。いわゆる浸水を防止するための措置

というのは取ってはいただいておりますけども、ただ、この間の様々な、今、能登で

もありましたけども、想定を超えるような水害であるとかいうことも今後起こる可能

性というのは否めないというように思うんですね。そういう際にも、こういったもの

が守られるということも考えておられると思いますけども、それも含めて、リスクに

ついての対応はどうお考えでしょうか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本議員のご質問にお答えいたします。  

 まず、バックアップですが、クラウドシステムと庁内サーバーを同時に運用しまし

て、院内のサーバーがダウンしたときでもメーカーのほうでバックアップができるク

ラウドシステムを採用しておるところでございます。  

 また、診療所区域につきましては、防水シャッター等で主なものを守るという設計

をしておりますので、こちらについても問題ないのかなというふうに考えております。  

 また、情報漏えいですが、電子カルテからはほかのインターネット等につながらな
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いシステムになっておりますので、こちらのほうも大丈夫かなというふうな認識でお

ります。  

 以上でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 一応、それぞれ一定の対応はされているのは当然でありますけれども、ただ、どう

いうことをしたとしても大丈夫ということは基本的にないと思うんですね。ですから、

やはり様々なことも想定してこういった電子の関係というのは、いろんなリスクがあ

るということを前提にぜひ対応のほうはしていただきたいというふうに思います。  

 それと、今回、いわゆる電子カルテも含めまして各検査機器等について入れていた

だいているんですけれども、これまでの診療所の検査や診療の体制と比べまして、今

回新しい施設の中でこういった診療や検査体制を整えていただくわけですけれども、

こういった機器を入れることで、これまでとの診療や検査体制がどのようによくなる

というか、充実するというふうにお考えでしょうか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本議員のご質問にお答えいたします。  

 これらの機器を運用することにより、今まででしたら患者さんの待ち時間等が長か

ったりするところが若干改善されるのかなというふうにも考えておりますし、また、

委託に出しておった部分も内部でできるというような医療機器もございますので、有

益に働くというふうに考えておるところでございます。  

 以上でございます。  

○議長（吉田哲也君）  
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 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 最後にしますけども、これは町長にお願いしたいんですけども、以前、かなり前に

なりますけども、診療所のほうの体制というのは、いわゆる検査技師の方がおられた

と思うんですね。その方が退職されて以降は、基本的にはそこに職員としては置いて

おられないと。いわゆる外部というか、委託でされてきたというのはあるんですけど

も、そういった総合保健福祉施設として医療や介護、福祉などの、そういう一体的な

拠点として、今後進めていかれるというふうに思うんですけども、それを支えるのは

やはり人というかスタッフだと思うんですね。ですから、今後こういった検査につい

ても、検査技師というのは専門職ですし、そういった意味での人の配置というものも

今後検討いただきたいというふうに思うんですけども、その辺についての町長のお考

えをお願いします。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 はい、答弁させていただきます。  

 まず、先ほどの岡本議員の質問も含みますので、その辺はご理解願いたいと思いま

す。  

 まず、検査につきましては、以前は検査技師がおられたということで、検査技師が

おられなくなったということには何とか人材を確保したいということでございますが、

この点につきましては、ドライケムですね、血液生化学検査、これが導入します。こ

れについては、今まで持って帰って検査してもらったものが約１時間で判定できると

いうような機械でございます。  

 また、ＰＣのノートパソコン等を導入します。これについては、薬の待ち時間とか、

そういう時間帯を使って看護師が患者等との質問とかに答えられるように位置づける
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という具合に、ＩＴを使うことによりまして医療サービスをかなり向上させていける

と。再診をしていただかなくてもその日に検査が終わってしまというようなこともで

きます。そういうとこも含めまして、ある程度ＩＴを活用しながら医療体制を整えて

いきたい。  

 そして、次の議案でも出てきますけども、リハビリを行います。これにつきまして

は、治療から回復に向けての部分を向上させたいということで、そういう施設を導入

します。そういうことで、患者に対しては、できるだけ早く的確な検査情報、もしく

は診察情報を出しながら進めていきたいと。  

 ただ、診療に関しましては、医師１名、現在、看護師正職１名、臨時が２名となっ

ています。これを何とかもう１名、正職を採用したいということで採用試験等も考え

ておりますので、その点も含めてご理解のほうをよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第３７号  和束町総合保健福祉施設医療機器（電子カルテ等）購入契約の締結

について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第３７号  和束町総合保健福祉施設医療機器（電子カルテ等）購

入契約の締結については、原案のとおり可決されました。  

 日程第５、議案第３８号  和束町総合保健福祉施設医療機器（理学療法機器）購入

契約の締結についてを議題といたします。  
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 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 それでは、議案第３８号の提案理由を申し上げます。  

 令和６年９月６日に一般競争入札に付した和束町総合保健福祉施設医療機器（理学

療法機器）購入契約の契約金額が７００万円を超えましたので、地方自治法第９６条

第１第５号の規定により、議会の議決を求めたく、提案させていただく次第でござい

ます。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 続きまして、議案第３８号をよろしくお願いいたします。  

 議案第３８号  

    和束町総合保健福祉施設医療機器（理学療法機器）購入契約の締結  

    について  

 令和６年９月６日に一般競争入札に付した、和束町総合保健福祉施設医療機器（理

学療法機器）購入について、下記のとおり契約を締結したいので、地方自治法第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。  

記  

 １  事 業 名  和束町総合保健福祉施設整備事業  

 ２  物 品 番 号  ６施整医機第２号  

 ３  物 品 名  和束町総合保健福祉施設医療機器（理学療法機器）  

 ４  納 入 場 所  和束町大字釜塚小字生水１５番地  

           和束町健康福祉交流センター診療所内  
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 ５  契 約 金 額  １ ,０２３万円  

           （うち消費税相当額９３万円）  

 ６  契約の相手方   奈良市八条町３５６番地  

           株式会社三笑堂奈良中央支店  支店長  大橋隆之  

 ７  契 約 の 方 法  地方自治法第２３４条の規定による一般競争入札  

 ８  履 行 期 間  議会の議決を得た日の翌日から令和７年３月１４日まで  

 ９  支 出 科 目  和束町一般会計  

           （款）  ３  民生費  

           （項）  １  社会福祉費  

           （目）  １  社会福祉総務費  

           （節）１７  備品購入費  

                           令和６年９月２６日提出 

                           和 束 町 長  馬 場  正 実 

 裏面をお願いいたします。  

 Ｎｏ .３８、資料でございます。  

和束町総合保健福祉施設医療機器（理学療法機器）概要  

  

 １  備品大内訳  

  ・低周波治療器  １台                 １８７万円  

  ・能動型自動間欠牽引装置  １台            ２２５万５ ,０００円  

  ・ベッド型マッサージ器  ２台             ５６１万円  

  ・乾式ホットパック  １台               ４４万円  

  ・診察ベッド  １台                  ５万５ ,０００円  

 ２  入札参加業者  

 番号、業者名、入札金額、摘要の順にご説明いたします。  
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 １  株式会社三笑堂奈良中央支店、９３０万円、落札  

 今回の入札参加者については、１社のみでございました。  

 ３  税抜予定価格                    ９８０万円  

 ４  税抜最低制限価格                  無  

 ５  落札率                       ９４ .９０％  

 隣のページには、今回購入医療機器の配置予定図を添付しております。後ほどお目

通しいただきますようよろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（吉田哲也君）  

 これから質疑を行います。  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 今回ですね、先ほど町長も言われていましたように、いわゆるリハビリ機能を導入

するということで、その一環として、今ここに挙げられました理学療法機器の導入が

されるというふうな話なんですけども、まず、診察ベッドは別にしまして、この四つ

の理学療法機器がそれぞれどのようなもので、また、いわゆるリハビリ、機能回復と

いう意味で、それぞれどのような効果というものを期待している機械なのか、その辺、

説明いただけますか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本議員のご質問にお答えいたします。  

 まず、低周波治療器でございます。資料を確認させていただきます。  

 低周波治療器につきましては、いわゆる電子型マッサージ器のようなものでござい

ます。能動型自動間欠牽引装置につきましては、腰椎や脊椎の牽引装置でございます。  
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 また、ベッド型マッサージ器でございますが、こちらにつきましても、いわゆる筋

肉痛等を回復する機器でございます。  

 また、乾式型ホットパックですが、こちらにつきましては、腰・肩などの関節の痛

みを温熱で和らげる装置でございます。  

 以上でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 それで、どのような機器を導入するにしましても、やはりこれを使う患者に対して

適切な選択というものがなければ、仮にそれを使ったとしても、逆に悪化する場合も

あるというものがあると思うんですね。そういう意味でも、適切な診察と、まずこの

効果についてのしっかりマッチングさせて使っていただくということが必要なわけで

すけども、このリハビリ機器を患者に使用させていく指導であるとかいうものは、ど

なたがどういう形で行われるというふうに想定されていますか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本議員のご質問にお答えいたします。  

 ドクターの指示で行うものでございます。  

 よろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 これに似たものというか、同様のものというのは整形の関係の医院等で見かけたこ

ともあるわけですけれども、今診療所におられるドクターの指示に基づいてされると
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いう話ですけども、そのドクターは、いわゆる整形であるとか、またリハビリの専門

的な知識というのはお持ちなんですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本議員のご質問にお答えいたします。  

 一定、今回の理学療法はドクターたっての希望でございますので、当然あるという

ふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 ドクターがこういうものをぜひ導入してほしいという希望があるということは、あ

るんだろうなというように思うんですけども、そうだから、ドクターが整形であると

か、いわゆるリハビリですね、機能回復についての専門知識を持っておられるとは限

らないわけですね。だから、今、考えてますと言われましたけど例えば、今の先生が、

資格的にもちょっと知識で知ってるという話だけじゃなくて、ちゃんと整形医である

とか、また作業療法であるとか、そういった意味でのリハビリというものの専門知識

をしっかりと取得されていて、その上で今回そういうものを導入を求めておられて、

その先生の指示の下でこういったを効果ある措置としてやっていこうということで理

解してよろしいですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 先ほど私の答弁に不備がありましたのをお詫び申し上げます。  
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 岡本議員お見込みのとおりでございます。一定、知識はあるというふうに聞いてお

ります。  

 以上でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 その知識がどの程度のことかということはお伺いしていないわけで、実際ドクター

というのは、ドクターになられる前に大体全てのそういうのを回られますよね。だか

ら、どれでもしようと思えばできるというのはあると思います。ただ、やはり今のド

クターはそれが専門医じゃないというのははっきりしていると思うんですね。だから、

そういった意味で、どの程度のそういう知識をお持ちなのかというのは分かりません

けども、そういった意味では、先ほど言いましたように、リハビリというのはちゃん

と処方して、それがちゃんとはまれば本当に効果があると思いますけども、間違えれ

ば、ある意味、逆に物すごく悪化するという、そういう危険性もあるものです。そう

いった意味でも、やはり中途半端なと言ったら悪いですけど、この辺は分かるだろう

というところで対応されているとよろしくない面も出てきますので、そこはしっかり

と確認もしていただいて、責任ある対応をできるようにしていただきたいと思うんで

す。  

 その上で、これはまた町長にお聞きしますけども、やはりこういったリハビリのこ

とを今後、保健センターのほうで一つの新しい取組としてされていくんであれば、今

後、高齢化も進んでいくし、実際に整形とか、そういう足腰の問題とかでご苦労いた

だいている方も多いというふうに思います。そういう意味では、ニーズとしては今後

増えていくと思います。そういう意味ではやはり先生の知識も必要ですけども、そう

いう作業療法士であるとか、ＯＴＰＴといった、本当に専門職としてそういった方に

当たっていくという体制を今後計画的に配置いただくということは必要じゃないかと
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思いますけども、その辺いかがですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 はい、答弁させていただきます。  

 今回の施設の整備に関しまして、私もドクターと何回も議論をしております。まず、

急性期医療、要するに処置をする医療をする部分、今、現行の診療にある部分でござ

います。それと、回復部分としてリハビリの部分、これは理学療法の部分と私は思っ

ております。この部分につきましてどこまでやるんだという話でございます。私とド

クターの話の中では、ドクターが持ち得る知識の中で必要な部分の理学療法をやりた

いということでございます。それはできる範囲。ドクターにしてみますと、和束町に

赴任した段階で確認しているのは、和束町の患者数の中で一番多いのが塩分がかなり

過多になっている方が多いと。それと、農業の関係もありまして、足腰筋肉の骨等の

異常が出ている方が多い。その部分に関しての理学をできる範囲でやると。これ以上

につきましては専門医を紹介するとか、それからまた新たに、うちの中でできる範囲

であれば、そういう療法の専門医をまた考えていくかということについては、今後ド

クターと相談していきたいと思いますので、ご理解のほうをお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 今お話を聞いて少し理解した部分もあるんですけども、今の先生の持ち得る知識や

技術の範囲で対応したいと。それはそのとおりだというふうに思います。その上で、

せっかく新しい拠点をつくっていくと。長くそこで住民の方が診療を受け、またリハ

ビリもしていくという拠点として今度整備される以上は、中途半端にせずに、そこで

本当に専門的なケアを受けられるような体制をぜひつくっていただきたいなと思って
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います。  

 いわゆる平時もそうですけども、災害時とか有事といった部分で、そういう専門職

をどれだけ独自にちゃんと整備できているかというのは大変大きな強みになると思う

んですね。ですので、人件費等の財政面でのいろんな縛りはあると思うんですけども、

そこはぜひ前向きに考えていただきたいと思いますので、強く要望しておきたいと思

います。  

 以上です。  

○議長（吉田哲也君）  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 議案第３８号  和束町総合保健福祉施設医療機器（理学療法機器）購入契約の締結

について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第３８号  和束町総合保健福祉施設医療機器（理学療法機器）購

入契約の締結については、原案のとおり可決されました。  

 日程第６、議案第３９号  和束町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  
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 それでは、議案第３９号  和束町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

の提案理由を申し上げます。  

 令和５年に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律」により、健康保険証とマイナンバーカード

の一体化等が盛り込まれ、従来の紙の保険証は令和６年１２月２日をもって廃止され

ることとなりました。これに伴い、関連する「和束町国民健康保険条例」の一部を改

正する必要が生じましたので提案させていただいた次第です。  

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 それでは、私のほうから、議案第３９号につきましてご説明申し上げます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第３９号  

和束町国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 上記議案を提出する。  

                           令和６年９月２６日提出 

                           和 束 町 長  馬 場  正 実 

 １枚おめくりいただき、今回の条例改正案でございます。  

和束町国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 和束町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。  

 第１２条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」

を「、又は虚偽の届出をした」に改める。  

 附則  
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 （施行期日）  

 １  この条例は、令和６年１２月２日から施行する。  

 （経過措置）  

 ２  この条例の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整

備等及び経過措置に関する政令第９条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。  

 次ページに資料Ｎｏ .３９といたしまして新旧対照表をつけさせていただいており

ます。後ほどご確認のほうをよろしくお願いいたします。  

 １枚おめくりいただきまして、和束町国民健康保険条例の一部改正  概要でござい

ます。  

 １．改正理由  

 令和５年に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律」により、健康保険証とマイナンバーカード

の一体化等が盛り込まれ、従来の紙の保険証が令和６年１２月２日をもって廃止され

ることに伴い改正するものです。  

 ２．改正概要  

 ○  従来の紙の保険証が廃止されることに伴う改正で、条文の整理でございます。  

 ３．改正条例の施行日  

   令和６年１２月２日  

 以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 これから質疑を行います。  

 ６番、岡本議員。  
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○６番（岡本正意君）  

 今、説明の中で、いわゆるマイナンバー法の一部改正によって健康保険証とマイナ

ンバーカードの一体化等が盛り込まれて、従来の紙の保険証が廃止されることに伴い、

改正するというふうに説明されましたけれども、ちょっと確認したいんですけども、

この紙の保険証の廃止というのは、いわゆるマイナンバー法の改正においてですね、

どこで廃止するというふうに規定されたのかですね。どこにそういう記述があるのか

というのをちょっと確認をしたいと思いますし、そもそもこの１２月２日に廃止する

というふうに決めたのはどこで決めたのか、ちょっと説明いただけますか。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 紙の保険証の交付の根拠ですが、国民健康保険法第９条及び国民健康法施行規則第

６条のほうに、保険証の交付についてうたっているところでございます。  

 以上でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 私が言ってるのは、マイナンバー法の一部改正によってというふうに説明されまし

たけども、マイナンバー法の一部改正によって、この保険証の廃止というのはどこに

規定されたのかというのを聞いてるんです。１２月２日に廃止するというふうに決め

たのは、どこで決められたのかということを聞いております。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 ただいま資料を持ち合わせておりませんので、調べまして、後ほどお答えさせてい
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ただきます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 これ大事なことですよ。その説明で、それが理由になってるんですからね。それが

答えられないというふうになってしまったら、いわゆるこれを提案する根拠というの

がありませんので、今日は撤回されますか。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 調べまして、後ほど、回答のほうをさせていただきます。  

○議長（吉田哲也君）  

 会議の途中ですが、ただいまから午前１０時４５分まで休憩いたします。  

休憩（午前１０時３２分～午前１０時４５分）  

○議長（吉田哲也君）  

 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続けます。  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 先ほどの岡本議員の質問にお答えいたします。  

 紙の保険証の廃止の根拠ですが、令和５年６月９日に公布されましたマイナンバー

法等の一部改正法、令和５年法律第４８号によりまして、医療保険各法の改正という

形で、保険証の廃止をうたっているものでございます。施行期日につきましては、公

布の日から１年６か月以内という形で、令和６年１２月２日を予定している次第でご

ざいます。  

 以上でございます。  
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○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 今、いわゆるマイナンバー法の一部改正等の中でうたわれているというふうに言わ

れましたけれども、これは全国保険医団体連合会というところが、この健康保険証の

廃止等の問題点についてまとめられた文書なんですけれども、その中で問題点の一つ

として、この一括法案では、被保険者証の廃止というのは明文化されていないと書い

てあるんですね。一体化はうたっている、一体化するということは言ってるけど、廃

止ということは一つも明文化されてない。  

 それから、これはある議員、国会議員の方が、前の保険証に関する質問主意書とい

うのを出しておられるんですけども、その中でも問題点として、条文に健康保険証の

廃止の期日はないというふうに言われてるんですね。だからないんですよ。その健康

保険証を廃止するということをちゃんと明記したものは、その法にはないんです。  

 １２月２日に廃止するというふうに決めたのは、閣議決定なんですね。去年の。だ

から、法的に決めたことはないんですね。だから、法的根拠がないということです。

この保険証の廃止というのはね。  

 だからこの保険証の廃止するから、これを改正するというのは、法的根拠がないと

いうことで、ないのに提案されているということになるんじゃないですか。どうです

か。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 閣議決定のほうで、保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードにより、オン

ライン資格確認を受けられることができない者については、必要に応じて資格確認書

のほうをですね、提供することができるというふうにありますので、それを根拠に今
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回提案させていただいた次第でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 でも、ここの提案の概要には、その閣議決定のことは何も触れられてませんよ。閣

議決定というのは法律じゃありませんからね。要は、法律を閣議決定して、国会にか

けて決めるというのはありますけども、閣議決定が全て何か決めているということは

ないわけです。だから、根拠にはならないんです。  

 もう一つ聞きますけども、先ほどちょっと触れられましたけども、この健康保険証

の交付というのは、いわゆる国民健康保険や健康保険法の施行規則で定められてます。

被保険者証及び被保険者資格証明書の交付として、市町村が交付しなければならない

と。だから、保険証の交付というのは、市町村の義務になってるんです。  

 ちょっと伺いますけども、これは間違いないかということとね。その市町村の義務

としてのこの保険証の交付というの、この施行規則ですね。これは、じゃあ変わった

んですか。変わったんだったら、いつ変わったんですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 岡本議員のご質問にお答えいたします。  

 岡本議員、お見込みのとおり、保険証の交付事務に当たっては、市町村の事務でご

ざいます。  

 以上でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  
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○６番（岡本正意君）  

 私が伺ってますのは、その市町村の義務としての保険証の交付という、この施行規

則が定めている規定というのは、廃止されたんですかと聞いてるんですよ。何か変更

があったんですかって聞いてるんです。  

 変更があったんだったら、じゃあ、いつあったのか、どういうふうに変わったのか。

それはいかがですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 変更のほうは、今の時点ではございません。令和６年１２月２日をもって廃止する

予定でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。ラストになります。  

○６番（岡本正意君）  

 この施行規則が、じゃあ１２月２日をもって施行規則も変わるということですか。

そんな話、どこにあるのかと思うんですよね。  

 市町村の義務としての、その保険証の交付という規定は残ってるのにね。保険証は

廃止しますと。これは、別に町の責任ではありませんけどね。これは国の責任です。  

 ご存じのように、この保険証の廃止ということをどこで決めたのかと、いつ決めた

のかということも、この間の報道で全く記録が残ってないということが報道されまし

た。それぐらいブラックボックスで、閣議決定しても同じなんですね。  

 そういうような下で、住民の方のこの資格に関わる、またその、いわゆる命と健康

に関わる保険証というのを乱暴に廃止しようとしてると、閣議決定だけで。というね、

そんなことを保険者として許していいのかということなんですよ、聞いているのは。

そういういいかげんなやり方でというか、乱暴なやり方で、市町村の義務である保険
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証の交付という事務さえも、要はないがしろにしていると。  

 国は保険証の交付義務はないんですよ。市町村の義務なんですよ、これは。それは

何も変わってないのに、こういうことをさせようとしていることについて、保険者と

して、その責任者として、町長ね、最後ね、国に対してちゃんとそれは、これはおか

しいんじゃないのかと。ね。これ、普通おかしいと思いますよね。やっぱり保険者と

して、被保険者の立場に立ってね、これはおかしいんじゃないか、これどういうこと

なんかということを確認して、こういうものは出されるべきだと思うんですよ。  

 何かよく分からないけども、何かもう１２月２日に廃止されるから、それに基づい

て変えなあかんわなというね。そういうような、何て言うんですか、無批判的にとい

うね、言われるままに、ただやるということではなくて、そこをちゃんと問いただし

てから、はっきりさせてからね、こういうものは出す必要があるんじゃないですか、

町長。責任持って提案するんだったら。責任持てないんだったら、撤回されたらどう

ですか、今回は。いかがですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 岡本議員の答弁させていただきます。  

 岡本議員の考え方を否定するわけではございません。岡本議員の言われていること

も正しいかと思います。  

 ただ、自治体につきましては、国の行政の流れ、それから都道府県の行政の流れ、

そして地元の自治体の流れ、そして私たちが一番身近な住民との対応をしていく中で、

今回につきましては、マイナンバー法の改正に伴いまして、移行していくということ

が原因でございます。  

 先ほど担当課長が説明しましたように、１２月２日をもって発行を止め、その後は

マイナンバーカードがそれを変えていく、マイナンバーカードを持たれていない方、
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希望される方に関しては、基本的に資格証を発行していくと。従来の住民さんに対し

てのサービスは変えていかないという考え方でございます。  

 マイナンバーカードの件につきましては、他の業務、先ほど出ました電カルとかい

ろんな業務につきましても、情報の一元化、問題という点もございますが、情報の一

元化をすることによって、住民サービスの向上に努めたいということでございますの

で、和束町としては、国の法律に従いながら、閣議決定を視野に入れて、今回、１２

月２日からこの制度に移行したいということで、今回ご提案させていただいておりま

すので、議員各位のご理解とご承認をお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ほか、質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより採決いたします。  

 議案第３９号  和束町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。  

 起立多数です。  

 したがって、議案第３９号  和束町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、原

案のとおり可決されました。  

 日程第７、議案第４０号  湯船辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とい

たします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  
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 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 それでは、議案第４０号の提案理由を申し上げます。  

 湯船辺地における公共的施設の総合的な整備について、辺地に係る公共的施設の総

合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、総合

整備計画を変更したく、提案させていただく次第でございます。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（吉田哲也君）  

 総務課長。  

○総務課長（原田敏明君）  

 議案第４０号のご説明を申し上げます。  

 議案第４０号  

湯船辺地に係る総合整備計画の変更について  

 湯船辺地における公共的施設の総合的な整備について別紙のとおり総合整備計画を

変更したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により議会の議決を求める。  

令和６年９月２６日提出  

和束町長   馬場  正実  

 裏面が変更後の総合整備計画書でございます。  

 議長のお許しを得ておりますので、資料に基づきましてご説明を申し上げます。  

 新旧対照表をつけさせていただいておりますので、これに基づき、ご説明をさせて

いただきます。  

 ３、公共的施設の整備計画の変更でございます。  

 公共的施設の整備計画の計画年数並びに表中の事業費、財源内訳及び一般財源のう

ち、辺地対策事業債の予定価格を変更するものでございます。  
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 計画年数でございますが、令和５年度から令和６年度までの２年間を１年間延長い

たしまして、令和７年度までの３年間とし、事業費として３ ,０００万円から４ ,１２

３万６ ,０００円。  

 財源内訳でございますが、特定財源１ ,７１４万９ ,０００円から２ ,２６２万８ ,０

００円、一般財源１ ,２８５万１ ,０００円を１ ,８６０万８ ,０００円に、一般財源の

うち辺地対策事業債の予定額が１ ,２８０万から１ ,８４０万に変更するものでござい

ます。  

 変更理由でございますが、令和２年度に実施いたしました橋梁点検の結果、主桁１

本の腐食の著しい進行が見られましたことにより、判定区分の３、早期措置を要する

段階ということで判定されました。当該橋梁点検結果を踏まえ、令和５年に設計業務

を実施させていただいたところ、橋梁点検において指摘された主桁以外の主桁などに

も腐食の進行が見られたところでございます。  

 これらの状況を踏まえ、今後の対応を検討したところ、橋梁点検におきまして指摘

された主桁による部分的な補修ではなく、橋梁全体の長寿命化を図るため、根本的な

対策を検討し、橋梁点検での指摘部分以外の詳細設計を行った後に、補修工事を実施

するということとしており、事業計画を変更するということをしたため、今回、辺地

に係る総合整備計画を変更するものでございます。  

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  
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 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより採決いたします。  

 議案第４０号  湯船辺地に係る総合整備計画の変更について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４０号  湯船辺地に係る総合整備計画の変更については、原案

のとおり可決されました。  

 日程第８、議案第４１号  令和６年度和束町一般会計補正予算（第２号）、議案第

４２号  令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、議案第４３号

 令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）、議案第４４号  令和６年

度和束町簡易水道事業会計補正予算（第１号）、議案第４５号  令和６年度和束町特

定環境保全公共下水道事業会計補正予算（第２号）、以上５件を一括議題といたしま

す。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 それでは、議案第４１号から議案第４５号の提案理由を申し上げます。  

 議案第４１号は、令和６年度和束町一般会計補正予算（第２号）、総合保健福祉施  

      設整備およびデジタル地域ポイント事業等について  

 議案第４２号は、令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、事  

      業勘定におけるマイナンバーカードと保険証の一体化に係るシステム改  

      修負担金等において  

       直診勘定における新型コロナワクチン及び新型コロナ治療薬に係る医  

      薬品衛生諸経費等において  
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 議案第４３号は、令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）、保険勘  

      定における介護予防サービス給付費や介護予防住宅改修費の増額等にお  

      いて  

 議案第４４号は、令和６年度和束町簡易水道事業会計補正予算（第１号）、総合保  

      健福祉施設駐車場整備における町道中溝学校線工事に伴う水道管布設替  

      え等において  

 議案第４５号は、令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計予算（第２  

号）、総合保健福祉施設駐車場整備等の整備に伴う下水道布設替え、和

束中央浄化センターにおける電気代等において  

 それぞれ予算の補正を必要といたしますので、提案させていただいた次第でござい

ます。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（吉田哲也君）  

 総務課長。  

○総務課長（原田敏明君）  

 議案第４１号のご説明を申し上げます。  

 議案第４１号  

令和６年度和束町一般会計補正予算（第２号）  

 令和６年度和束町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２０ ,５００千円を追加

し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４ ,６６７ ,２００千円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （債務負担行為の補正）  
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第２条  既定の債務負担行為の追加は、「第２表  債務負担行為補正」による。  

 （繰越明許費）  

 第３条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表  繰越明許費」によ

る。  

 （地方債の補正）  

 第４条  既定の地方債の変更は、「第４表  地方債補正」による。  

令和６年９月２６日提出  

和束町長   馬場  正実  

 次のページより、第１表の歳入歳出予算補正でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順にご説明申し上げます。  

 まず、歳入でございます。  

 １１款地方交付税、１８億９ ,０１３万６ ,０００円、１０６万６ ,０００円、１８

億９ ,１２０万２ ,０００円。  

 １３款分担金及び負担金、６ ,３８４万９ ,０００円、９５万円、６ ,４７９万９ ,０

００円。  

 １４款使用料及び手数料、２ ,８３８万円、４３万４ ,０００円、２ ,８８１万４ ,０

００円。  

 １５款国庫支出金、３億２ ,５１９万２ ,０００円、２ ,４７５万７ ,０００円、３億

４ ,９９４万９ ,０００円。  

 １６款府支出金、１億９ ,１６５万７ ,０００円、３０４万７ ,０００円、１億９ ,４

７０万４ ,０００円。  

 １７款財産収入、１３万３ ,０００円、１１６万９ ,０００円、１３０万２ ,０００

円。  

 １９款繰入金、４億２ ,３９４万５ ,０００円、７４７万７ ,０００円、４億３ ,１４
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２万２ ,０００円。  

 ２０款繰越金、６７３万１ ,０００円、３ ,９００万円、４ ,５７３万１ ,０００円。  

 ２１款諸収入、４ ,３８１万７ ,０００円、８８０万円、５ ,２６１万７ ,０００円。  

 ２２款町債、１０億７ ,４３０万円、３ ,３８０万円、１１億８１０万円。  

 歳入合計、４５億４ ,６７０万円、１億２ ,０５０万円、４６億６ ,７２０万円。  

 次のページが歳出でございます。  

 歳出でございます。歳出におきましても同様のご説明とさせていただきます。  

 ２款総務費、７億７４７万４ ,０００円、２ ,７００万１ ,０００円、７億３ ,４４７

万５ ,０００円。  

 ３款民生費、１７億６ ,９１５万６ ,０００円、６ ,９０４万４ ,０００円、１８億３ ,

８２０万円。  

 ４款衛生費、５億４ ,５９０万４ ,０００円、７７７万２ ,０００円、５億５ ,３６７

万６ ,０００円。  

 ５款農林業費、１億３ ,９７６万３ ,０００円、５９８万９ ,０００円、１億４ ,５７

５万２ ,０００円。  

 ７款土木費、３億４ ,７０５万４ ,０００円、△５０万円、３億４ ,６５５万４ ,００

０円。  

 ８款消防費、２億２ ,６８６万７ ,０００円、２万円、２億２ ,６８８万７ ,０００円。  

 ９款教育費、２億１ ,７１９万３ ,０００円、５０４万円、２億２ ,２２３万３ ,００

０円。  

 １０款災害復旧費、１ ,５４５万４ ,０００円、６１０万１ ,０００円、２ ,１５５万

５ ,０００円。  

 １１款公債費、４億９９７万７ ,０００円、３万１ ,０００円、４億１ ,０００万８ ,

０００円。  

 ２０款諸支出金、１万円、２ ,０００円、１万２ ,０００円。  
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 歳出合計につきましては、歳入合計と同額でございます。  

 １枚おめくりください。  

 第２表  債務負担行為補正でございます。  

 １  追加でございます。  

 事業：総合保健福祉施設整備事業、期間：令和６年度から令和７年度まで、限度

額：５ ,５４４万円。  

 続きまして第３表  繰越明許費でございます。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、事業名：総合保健施設整備事業、金額は１５０万円

でございます。  

 次に、第４表  地方債補正の１、変更でございます。  

 起債の目的、補正前の限度額、起債の方法、利率、償還の方法の順にご説明を申し

上げます。  

 総合保険福祉施設整備事業（過疎対策）、７億３ ,９７０万円、証書借入または証

券発行、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団

体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率）、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権

者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短

縮し、または繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。  

 補正後の限度額でございますが、８億３ ,０２０万円でございます。  

 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同様でございますので、

省略させていただきます。以降も同様の説明とさせていただきます。  

 町道中溝学校線改良事業（過疎対策）、２ ,３７０万円、２ ,３５０万円。  

 橋梁補修事業（辺地対策）、９００万円、５２０万円、災害復旧事業、５６０万円、

６９０万円。  

 計でございますが、補正前、８億３ ,２００万円。補正後でございますが、８億６ ,
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５８０万でございます。  

 続いて、予算に関する説明書、令和６年度一般会計補正予算（第２号）、資料Ｎｏ .

４１に基づいて説明を続けさせていただきます。  

 総括につきましては省略させていただきまして、５ページ、６ページをお願いいた

します。  

 まず、歳入でございます。主な内容のご説明とさせていただきます。  

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目の民生費国庫負担金、補正額５５０万円、

障害者自立支援給付費負担金でございます。  

 同款２項国庫補助金、１目の総務費国庫補助金、補正額、１ ,０２２万円。  

 主なものでございますが、デジ田交付金、デジタル実装タイプといたしまして１ ,

０１１万５ ,０００円でございます。  

 同款同項２目の民生費国庫補助金、補正額、６６９万４ ,０００円。  

 主な内容でございますが、１節の社会福祉費補助金といたしまして、物価高騰対応

地方創生臨時交付金（補足給付）として、５８４万円を計上しているところでござい

ます。  

 １６款府支出金、１項府負担金、１目の民生費府負担金、補正額、２７５万円。１

節の社会福祉費負担金で、こちらも障害者自立支援給付費負担金でございます。  

 ７ページ、８ページをお願いいたします。  

 １９款繰入金、２項基金繰入金、５４目の地域福祉基金繰入金、補正額、３８６万

円。  

 こちらにつきましては、１節の社会福祉基金繰入金でございます。  

 同款同項５８目、豊かな森を育てる基金繰入金、補正額、２３３万円。１節の豊か

な森を育てる基金繰入金でございます。  

 ２０款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額、３ ,９００万円。１節の前年度

繰越金でございます。  
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 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入でございます。補正額、８８０万円。  

 主なものといたしましては、新型コロナウイルスワクチン定期接種確保事業の助成

金として、６６４万円計上させていただいているところでございます。  

 ２２款町債、９ページ、１０ページをお願いいたします。  

 １項町債、２目の民生債、補正額、３ ,６５０万円。  

 主な内容でございますが、過疎対策事業債（総合保健福祉施設整備事業）分で３ ,

６５０万円、同款同項の６目土木債、補正額△４００万円。１節の道路橋梁債で主な

内訳でございますが、辺地対策事業債（橋梁補修事業）で、△３８０万円を計上させ

ていただいているところでございます。  

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。  

 続きまして、歳出でございます。歳出につきましても、主なもののみのご説明とさ

せていただきます。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１目の一般管理費、補正額、２ ,３１５万９ ,０００

円。  

 事業の一般管理諸経費の委託料、職員駐車場実施設計業務委託料で１５８万４ ,０

００円、また事業でございますが、デジタル地域ポイント事業費として２ ,０２３万

１ ,０００円を計上させていただいているところでございます。  

 １３、１４ページをお願いいたします。  

 同款同項１２目交通対策費、補正額、２５６万３ ,０００円。  

 こちらにつきましては、茶源郷乗合交通生活お届け事業で、負担金補助及び交付金

といたしまして、乗合交通事業運営補助金といたしまして、１９９万２ ,０００円を

計上させていただいております。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございます。補正額、５ ,３

８７万９ ,０００円。  

 主な内容でございますが、事業の障害者自立支援給付事業の扶助費といたしまして
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１ ,１００万円。  

 １５、１６ページをお願いいたします。  

 こちらも事業でございますが、総合保健福祉施設整備事業で４ ,１８３万１ ,０００

円を計上しており、主な内訳でございますが、工事請負費に３ ,６９６万円、また補

償費としまして４００万円を計上させていただいているところでございます。  

 同款同項１４目の物価高騰緊急支援給付（補足給付）事業でございます。補正額、

５８４万円で、こちらにつきましては、物価高騰緊急支援給付金の補足給付分として

計上をさせていただいているところでございます。  

 １７、１８ページをお願いいたします。  

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費でございます。  

 補正額でございますが、６４０万円で、予防接種等委託料として計上をさせていた

だいているところでございます。  

 １９ページ、２０ページをお願いいたします。  

 ５款農林業費、１項農業費、６目の農業施設管理費でございます。補正額、２００

万円。１節の需用費で、こちらにつきましては、修繕費、維持補修として２００万円

計上しているところでございます。  

 同款２項林業費、２目の林業振興費でございます。  

 次のページになりますけども、主な内訳でございますが、事業の森林経営管理事業

の委託料といたしまして、２３３万１ ,０００円を計上させていただいております。  

 ９款教育費、１項教育総務費、１目の教育委員会費、補正額、５０４万円でござい

ます。  

 こちらにつきましては、事業の相楽東部広域連合事業費の連合負担金といたしまし

て、５０４万円を計上させていただいているところでございます。  

 １０款災害復旧費、次のページをお願いいたします。  

 ２項公共土木施設災害復旧費、１目の道路橋梁施設災害復旧費でございます。補正
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額、５４５万２ ,０００円。  

 主なものといたしましては、１４節の工事請負費の道路橋梁災害復旧工事費で４０

０万円を計上させていただいているところでございます。  

 ２５ページ以降につきましては、給与費明細を載せておりますので、後ほどお目通

しをお願いいたします。  

 なお、特別会計につきましては担当課長よりご説明させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（今西  靖君）  

 それでは、私のほうから、議案第４２号についてのご説明を申し上げます。議案書

のほうをよろしくお願いいたします。  

議案第４２号  

令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）  

 令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８００千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７００ ,５００千円とし、直営診

療施設勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９ ,８８０千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０９ ,３８０千円とする。  

 ２  事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表  歳入歳出予算補

正」による。  

令和６年９月２６日提出  
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和束町長   馬場  正実  

 １枚おめくりください。  

 まず、歳入でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順にご説明申し上げます。単位は１ ,０００円でご

ざいます。  

 ３款国庫支出金、０円、５７万９ ,０００円、５７万９ ,０００円。  

 ５款財産収入、１ ,０００円、８万２ ,０００円、８万３ ,０００円。  

 ７款繰越金、１ ,０００円、１３万９ ,０００円、１４万円。  

 歳入合計、６億９ ,９７０万円、８０万円、７億５０万円。  

 １枚おめくりください。  

 続きまして、歳出でございます。  

 こちらにつきましても、款、補正前の額、補正額、計の順にご説明申し上げます。  

 １款総務費、３５７万２ ,０００円、７０万８ ,０００円、４２８万円。  

 ７款基金積立金、１ ,０００円、８万２ ,０００円、８万３ ,０００円。  

 ９款諸支出金、６１万１ ,０００円、１万円、６２万１ ,０００円。  

 歳出合計は、歳入合計と同額でございます。  

 続きまして、予算に関する説明書、令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）、事業勘定、資料Ｎｏ .４２により説明を続けさせていただきます。  

 なお、１ページから４ページの総括は、議案書と重複いたしますので、説明を省略

させていただきます。  

 ５ページ、６ページをお願いいたします。  

 まず、歳入でございます。  

 こちらにつきましては、款、項、目、補正額と主なもののみ説明として読み上げて

説明を続けさせていただきます。  

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、７目社会保障・税番号制度システム整備費補助
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金、補正額、５７万９ ,０００円。  

 こちらは、マイナンバーカードと保険証との一体利用に伴うシステム改修に係る国

庫補助金の補正でございます。  

 １枚おめくりいただきまして、歳出でございます。  

 こちらも主なもののみの説明とさせていただきます。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額、７０万８ ,０００円。  

 こちらは、マイナ保険証に関わるシステム改修で、京都府町村会情報センターへの

負担金の補正でございます。  

 以上、国民健康保険特別会計事業勘定のご説明とさせていただきます。  

 なお、直営診療施設勘定につきましては、診療所の事務長と説明を交代させていた

だきます。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 診療所事務長。  

○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 引き続きまして、直診勘定でございます。  

 議案書につきましては、先ほど税住民課長よりご説明がありましたので、私からは

第１表から説明させていただきます。  

 議案第４２号、３枚おめくりいただきまして、お願いいたします。  

 まず、第１表  歳入歳出予算補正、まず歳入でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順にご説明いたします。  

 １款診療収入、５ ,８６７万９ ,０００円、４６３万円、６ ,３３０万９ ,０００円。  

 ６款繰越金、１００万円、３０万円、１３０万円。  

 ９款諸収入、７４４万円、４９５万円、１ ,２３９万円。  

 歳入合計、９ ,９５０万円、９８８万円、１億９３８万円。  
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 おめくりください。  

 歳出でございます。  

 同様に、款、補正前の額、補正額の順にご説明いたします。  

 １款総務費、７ ,２１６万２ ,０００円、３０万円、７ ,２４６万２ ,０００円。  

 ２款医業費、２ ,７００万５ ,０００円、９５８万円、３ ,６５８万５ ,０００円。  

 歳出合計は、歳入と同額でございます。  

 続きまして、予算に関する説明書により、ご説明させていただきます。  

 令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）直営診療施設勘定、Ｎ

ｏ .４２をお願いいたします。  

 １ページから４ページの総括は、議案書と重複いたしますので、説明を省略させて

いただきます。  

 ５、６ページをお願いいたします。  

 まず、歳入でございます。  

 補正額と内容をご説明いたします。  

 ２  歳入、１款診療収入、２項外来収入、４目の一部負担金収入、５９万４ ,００

０円。節は現年度分でございます。  

 同款同項７目の後期高齢者医療保険診療報酬収入、４０３万６ ,０００円。現年度

分でございます。  

 ６款繰越金、１項繰越金、１目の繰越金、３０万円。前年度繰越金、純繰越金でご

ざいます。  

 ９款諸収入、２項受託収入、１目の検診等受託収入、４９５万円。１節の検診等受

託収入でございます。  

 ７、８ページをお願いいたします。  

 ３  歳出でございます。歳入同様に説明をさせていただきます。  

 １款総務費、１項施設管理費、１目の一般管理費、３０万円。職員等児童手当の変
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更に伴うものでございます。  

 ２款医業費、１項医業費、２目の医療用消耗器材費、３７万３ ,０００円。使用料

及び賃借料、３７万３ ,０００円でございます。  

 同款同項３目の医薬品衛生材料費でございます。９２０万７ ,０００円。医療材料、

主なものは薬の購入費でございます。  

 ９ページ以降には給与費明細をつけておりますので、後ほどお目通しいただきます

ようよろしくお願いいたします。  

 以上、直営診療施設勘定（第２号）の説明とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 会議の途中ですが、ただいまから午後１時３０分まで休憩といたします。  

休憩（午前１１時３３分～午後１時３０分）  

○議長（吉田哲也君）  

 休憩前に引き続き会議を開き、説明を続けます。  

 福祉課長。  

○福祉課長（北  広光君）  

 それでは、私から、議案第４３号の説明をさせていただきます。  

 議案書のほうをお願いいたします。  

 議案第４３号  

令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）  

 令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５ ,３３０千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５２ ,６３０千円とする。  
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 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和６年９月２６日提出  

和束町長   馬場  正実  

 おめくりいただきまして、第１表  歳入歳出予算補正でございます。  

 まず、歳入でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に説明させていただきます。  

 １款保険料、１億３ ,４８６万２ ,０００円、△１９４万９ ,０００円、１億３ ,２９

１万３ ,０００円。  

 ３款国庫支出金、１億７ ,３１９万５ ,０００円、１３９万４ ,０００円、１億７ ,４

５８万９ ,０００円。  

 ４款支払基金交付金、１億９ ,１４２万９ ,０００円、１４３万１ ,０００円、１億

９ ,２８６万円。  

 ５款府支出金、１億８４３万７ ,０００円、６６万２ ,０００円、１億９０９万９ ,

０００円。  

 ６款財産収入、１ ,０００円、３万円、３万１ ,０００円。  

 ７款繰入金、１億２ ,０６３万９ ,０００円、６６万２ ,０００円、１億２ ,１３０万

１ ,０００円。  

 ９款繰越金、１ ,８７３万１ ,０００円、３１０万円、２ ,１８３万１ ,０００円。  

 歳入合計、７億４ ,７３０万円、５３３万円、７億５ ,２６３万円。  

 おめくりいただきまして、歳出でございます。  

 こちらも歳入と同様の説明とさせていただきます。  

 ２款保険給付費、６億８ ,６５３万円、４２０万円、６億９ ,０７３万円。  

 ４款地域支援事業費、３ ,３９２万１ ,０００円、１１０万円、３ ,５０２万１ ,００

０円。  
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 ５款基金積立金、１ ,０００円、３万円、３万１ ,０００円。  

 歳出合計は歳入合計と同額でございます。  

 続きまして、予算に関する説明書、令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算

（第２号）の資料Ｎｏ .４３をお願いいたします。  

 １ページから４ページまでは、議案書と重複いたしますので省略させていただきま

して、５ページ、６ページをお願いいたします。  

 まず、歳入でございます。  

 款、項、目、補正額、説明の順に、主なもののみの説明とさせていただきます。  

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正額、△１９４万９ ,

０００円。  

 これにつきましては、現年度分の特別徴収保険料で△２４３万９ ,０００円が主な

ものとなっております。  

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正額、１１

３万４ ,０００円、現年度分の介護給付費の交付金でございます。  

 おめくりいただきまして、７ページ、８ページをお願いいたします。  

 ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額、３１０万円。前年度分の純繰越金

でございます。  

 続きまして、９ページ、１０ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 こちらにつきましても、主なもののみの説明とさせていただきます。  

 ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸経費、１目介護予防サービス給付費、

補正額、２００万円。  

 介護予防サービスの負担金でございます。  

 同款同項６目介護予防住宅改修費、補正額１００万円。  

 これにつきましても、介護予防住宅改修の負担金でございます。  
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 おめくりいただきまして、１１ページ、１２ページをお願いいたします。  

 ４款地域支援事業費、１項介護・予防生活支援サービス事業費、１目介護予防生活

支援サービス事業費、補正額、８０万円。  

 訪問・通所・生活支援事業費といたしまして、負担金８０万円、いわゆる介護予

防・日常生活支援総合事業、総合事業と言われるものでございます。  

 私のほうからは以上でございます。  

 ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（井上博丞君）  

 それでは、私のほうから、議案第４４号の説明をさせていただきます。  

議案第４４号  

令和６年度和束町簡易水道事業会計補正予算（第１号）  

 （総   則）  

 第１条  令和６年度和束町簡易水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。  

 （業務の予定量の補正）  

 第２条  令和６年度和束町簡易水道事業会計（以下「予算」という。）第２条に定

めた業務の予定量を次のとおり補正する。  

 事項、既決予定額、補正予定額、計の順に説明いたします。  

 （３）主な建設改良事業  

 （ロ）町道中溝学校線改良工事に伴う水道管布設替、３００万円、△５０万円、２

５０万円。  

 （ハ）総合保健福祉施設駐車場整備に伴う水道管布設替、０円、２５０万円、２５

０万円。  
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 （収益的収入及び支出の補正）  

 第３条  予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に説明します。  

 収入でございます。  

 第１款水道事業収益、２億１ ,３５９万３ ,０００円、１万４ ,０００円、２億１ ,３

６０万７ ,０００円。  

 第２項営業外収益、１億５２５万６ ,０００円、１万４ ,０００円、１億５２７万円。  

 支出。  

 第１款水道事業費用、２億１ ,２８８万４ ,０００円、４０万円、２億１ ,３２８万

４ ,０００円。  

 第１項営業費用、１億８ ,４３０万２ ,０００円、４０万円、１億８ ,４７０万２ ,０

００円。  

 （資本的収入及び支出の補正）  

 第４条  予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に説明します。  

 収入。  

 第１款資本的収入、６ ,４８０万３ ,０００円、２００万円、６ ,６８０万３ ,０００

円。  

 第２項負担金等、６００万円、２００万円、８００万円。  

 支出。  

 第１款資本的支出、１億４ ,０１９万２ ,０００円、２０１万４ ,０００円、１億４ ,

２２０万６ ,０００円。  

 第１項建設改良費、１ ,０２０万４ ,０００円、２００万円、１ ,２２０万４ ,０００

円。  

 第３項基金積立金、１ ,０００円、１万４ ,０００円、１万５ ,０００円。  
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令和６年９月２６日提出  

和束町長   馬場  正実  

 続きまして、予算に関する説明書、資料Ｎｏ .４４をお願いいたします。  

 １ページは議案書と重複いたしますので、少し飛びますが、９ページをお願いいた

します。９ページでございます。  

 令和６年度和束町簡易水道事業会計予算内訳書、収益的収入及び支出、款、項、目、

節、金額の順に説明させていただきます。主なものとさせていただきます。  

 まず、収入は飛ばしまして、支出でございます。  

 水道事業費用、営業費用、原水及び浄水費、薬品費で４０万円、水道用医薬品代で

ございます。  

 続きまして、資本的収入及び支出でございます。  

 収入、資本的収入、負担金等、受益者負担金、工事負担金、２００万円。町道・駐

車場整備工事等に伴う負担金でございます。  

 続きまして、支出、資本的支出、建設改良費、配水管布設費、工事請負費、１５０

万円。総合保健福祉施設駐車場整備に伴う水道管布設替え。  

 委託料、５０万円、町道中溝学校線改良工事に伴う水道管布設替え設計。  

 続きまして、１０ページでございます。  

 令和６年度和束町簡易水道事業予定損益計算書でございます。  

 主なもの及び補正のあるもののみを説明させていただきます。  

 １、営業収益、合計で９ ,８５０万１ ,０００円。  

 ２、営業費用、（１）原水及び浄水費、１ ,８７９万円。  

 合計で１億８ ,０５２万円。  

 営業利益として、△８ ,２０１万９ ,０００円。  

 ３  営業外収益。  

 合計で１億５２７万円、  
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 ４  営業外費用。  

 合計で１ ,３２７万４ ,０００円。  

 経常利益として９９７万７ ,０００円。当年度純利益で３７１万２ ,０００円。当年

度未処分利益剰余金で３７１万２ ,０００円でございます。  

 少しページを戻っていただきまして、２ページをお願いいたします。２ページでご

ざいます。  

 令和６年度和束町簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書。  

 主なもの及び補正のあったもののみの説明とさせていただきます。  

 １  業務活動によるキャッシュ・フロー  

 当年度純利益、３７１万２ ,０００円、未収金の増減額１９万６ ,０００円、未払い

金の増減額が３２３万２ ,０００円。  

 業務活動によるキャッシュ・フロー  

 合計で８ ,３４７万９ ,０００円。  

 ２  投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出、△８８３万６ ,０００円。  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 合計で△３１６万１ ,０００円。  

 ３  財務活動によるキャッシュ・フロー  

 合計で△７ ,０３２万５ ,０００円。  

 資金増加額、９９９万３ ,０００円、資金期首残高１ ,０４０万９ ,０００円、資金

期末残高が２ ,０４０万２ ,０００円です。  

 おめくりください。  

 ３ページでございます。  

 令和６年度和束町簡易水道事業予定開始貸借対照表でございます。  

 令和６年４月１日現在、主なもの及び補正のあったもののみの説明とさせていただ
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きます。  

 まず資産の部、少し飛ばしまして、３ページ一番下の資産合計が２５億８ ,０９１

万５ ,０００円。  

 ４ページに移りまして、負債の部でございます。  

 ４．流動負債（２）未払い金１ ,８５０万５ ,０００円。  

負債合計が２４億６ ,０５０万１ ,０００円。  

 続きまして、資本の部でございます。  

 ４ページの一番下で資本合計が１億２ ,０４１万４ ,０００円。  

 負債資本合計は、資産合計と同額でございます。  

 おめくりください。  

 ５ページでございます。  

 令和６年度和束町簡易水道事業予定貸借対照表でございます。  

 令和７年３月３１日現在、まず資産の部でございます。  

 １  固定資産、（１）有形固定資産、ハ  構築物で、３７億２ ,２０５万６ ,０００

円。資産の合計が、２４億６ ,８１０万１ ,０００円。  

 ６ページに移りまして、負債の部でございます。  

 こちらも少し飛ばしまして、ページ中ほど、負債合計でございます。２２億９ ,３

２８万８ ,０００円。  

 続きまして、資本の部でございます。  

 資本合計が１億７ ,４８１万３ ,０００円。負債資本合計は、資産合計と同額でござ

います。  

 ７ページから８ページは、注記表でございますので、後ほどお目通しください。  

 以上、簡易水道事業補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。  

 続きまして、議案第４５号の説明をさせていただきます。  
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議案第４５号  

令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計補正予算（第２号）  

 （総   則）  

 第１条  令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計の補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。  

（業務の予定量の補正）  

 第２条  令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計（以下「予算」とい

う。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。  

 （事項）（３）主な建設改良事業、（イ）総合保健福祉施設駐車場整備に伴う下水

道管布設替え、既決予定額、１００万円、補正予定額、５０万円、計１５０万円。  

 （収益的収入及び支出の補正）  

 第３条  予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に説明します。  

 収入でございます。  

 第１款下水道事業収益、１億６ ,４２３万９ ,０００円、７０万円、１億６ ,４９３

万９ ,０００円。  

 第２項営業外収益、１億３ ,５５１万円、７０万円、１億３ ,６２１万円。  

 支出。  

 第１款下水道事業費用、１億６ ,３７５万７ ,０００円、７０万円、１億６ ,４４５

万７ ,０００円。  

 第１項営業費用、１億４ ,１６３万４ ,０００円、７０万円、１億４ ,２３３万４ ,０

００円。  

 続きまして、資本的収入及び支出の補正。  

 第４条  予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

 科目、既決予定額、補正予定額、計の順に説明します。  
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 収入。  

 第１款資本的収入、１億４５３万９ ,０００円、５０万円、１億５０３万９ ,０００

円。第２項負担金等、２００万円、５０万円、２５０万円。  

 支出。  

 第１款資本的支出、１億４ ,３９７万７ ,０００円、５０万円、１億４ ,４４７万７ ,

０００円。  

 第１項建設改良費、３４０万２ ,０００円、５０万円、３９０万２ ,０００円。  

 おめくりください。  

 （他会計からの補助金の補正）  

 第５条  予算第９条中に定めた一般会計から補助を受ける金額「７５ ,７５２千円」

を「７６ ,４５２千円」に改める。  

令和６年９月２６日提出  

和束町長   馬場  正実  

 続きまして、予算に関する説明書、資料Ｎｏ .４５をお願いいたします。  

 １ページは議案書と重複いたしますので、少し飛びますが、９ページをお願いいた

します。９ページでございます。  

 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計予算内訳書。  

 収益的収入及び支出。  

 款、項、目、節、金額の順に説明させていただきます。主なものとさせていただき

ます。  

 収入。  

 下水道事業収益、営業外収益、他会計補助金、７０万円。一般会計補助金。  

 支出。  

 下水道事業費用、営業費用、処理場費、動力費、７０万円。和束中央浄化センター

動力電気代でございます。  
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 続きまして、資本的収入及び支出でございます。  

 収入。  

 資本的収入、負担金等、受益者負担金、工事負担金で５０万円。総合保健福祉施設

駐車場整備に伴う負担金。  

 続きまして、支出でございます。  

 資本的支出、建設改良費、管渠改良費、工事請負費で５０万円。総合保健福祉施設

駐車場整備に伴う下水道管布設替え。  

 続きまして、１０ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業予定損益計算書でございます。主な

もの及び補正のあったもののみの説明とさせていただきます。  

 １  営業収益、合計で２ ,６１２万１ ,０００円。  

 ２  営業費用  （２）処理場費  ３ ,５０９万６ ,０００円。合計で１億３ ,７９６

万２ ,０００円。営業利益として△１億１ ,１８４万１ ,０００円  

 ３  営業外収益  （２）他会計補助金  ７ ,６４５万２ ,０００円。合計で１億３ ,

６２１万円。  

 ４  営業外費用。合計で２ ,１４６万６ ,０００円。経常利益として２９０万３ ,０

００円、当年度純利益、１５５万７ ,０００円、前年度繰越欠損金、１億６０２万２ ,

０００円、当年度未処理欠損金、１億４４６万５ ,０００円。  

 ページを戻っていただきまして、２ページをお願いいたします。２ページでござい

ます。  

 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書。主

なもの及び補正のあるもののみの説明とさせていただきます。  

 １  業務活動によるキャッシュ・フロー、合計で４ ,８３０万７ ,０００円。  

 ２  投資活動によるキャッシュ・フロー、有形固定資産の取得による支出、△２７

９万６ ,０００円、投資活動によるキャッシュ・フロー、合計で△１０９万４ ,０００
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円。  

 ３  財務活動によるキャッシュ・フロー、合計で△３ ,６１３万６ ,０００円、資金

増加額、１ ,１０７万７ ,０００円、資金期首残高、３２４万４ ,０００円、資金期末

残高、１ ,４３２万１ ,０００円。  

 おめくりください。  

 続きまして、３ページでございますが、令和６年４月１日現在の予定開始貸借対照

表につきましては、今回補正がございませんので、後ほどお目通しください。  

 続きまして、５ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業予定貸借対照表でございます。令和

７年３月３１日現在、主なもの及び補正のあるもののみの説明とさせていただきます。  

 資産の部。  

 １  固定資産  （１）有形固定資産  ハ  構築物で、３７億４９３万１ ,０００円。  

 ５ページ一番下の資産合計は、２８億３ ,３７４万６ ,０００円。  

 続きまして、６ページでございます。負債の部でございます。  

 そこを少し飛びまして、５  繰延収益、長期前受金、２６億６７８万２ ,０００円。

負債合計、２５億９ ,５２５万８ ,０００円。  

 続きまして、資本の部でございます。  

 資本合計が２億３ ,８４８万８ ,０００円。  

 負債資本合計は、資産合計と同額でございます。  

 ７ページから８ページは注記表でございますので、後ほどお目通しください。  

 以上、特定環境保全公共下水道事業補正予算の説明とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 これから質疑を行います。  

 ４番、髙山議員。  
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○４番（髙山豊彦君）  

 それでは何点か、確認をさせていただきたいと思います。  

 まず初めにですね、一般会計の１２ページでございます。  

 デジタル地域ポイント事業というのが計上されておるわけですけれども、この事業

ですね、そもそもどんな事業なのか、また、当初予算ではなく、この中間にですね、

この大きな金額を計上されているわけですけれども、この事業化するに当たっての説

明をお願いしたいと思います。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 私のほうから、主な事業概要については説明させていただきます。  

 この事業、私の肝煎りで、今回補正で上げさせていただいておりますので、ご理解

のほう、よろしくお願いしたいと思います。  

 事業につきましては、現在和束町にある茶源郷ポイント、このポイント事業をデジ

タル化していきたいということでございます。  

 このポイント事業をデジタル化することによって何がやれるかということでござい

ますが、一番先に考えておりますのは、いろんな交付金等の中で、直接住民さんにお

支払いするものがございます。ございました。こういうものを、今までは商品券等に

換えておったんですけれども、なかなか郵送費、それから配布等々にいろいろ時間を

要したり等がございました。その辺を迅速かつ早く住民のほうに届けたいということ

で、ポイント制にしまして、そういう時間を短縮したい、その経費を短縮したいとい

うことでございます。  

 併せまして、今、商工会とも調整をお願いしとるんですけども、できましたら、こ

ういう事業を使って商品券等を一元化できないかということでございます。  

 何が言いたいかといいますと、どうしてもいろんな形で交付金を、今まででしたら
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補助金という形でございましたけども、目的したお金を出す、町のほうとか、国・府

のほうからいただくんですけれども、これが町外のほうに流出してしまうという可能

性がものすごく大きくございます。その辺を制度設計する中で、町内の業者さんにう

まく回して、還元率を上げていきたい、それが、ついては税収につながってほしいと

いうことで、この事業、今、デジ田という事業がございますので、それで制度化して

いきたいということでございます。  

 制度設計の中身、事業の詳細につきましては、担当のほうから、後にご質問がござ

いましたら答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 町長の肝煎りということで、何とかそういう茶源郷ポイントをですね、こういった

デジタル化していきたいということかなというふうに思います。  

 このデジタル化することによってですね、それぞれの商店ですね、事業者さんには、

やはりそういった、どういうシステムかというのによるんですけれども、そのデジタ

ル化することによって、それを読み取る端末であるとかですね、そういったものも準

備が必要なのかなというふうに思うわけですが、当然いろんなこの事業者さん、おら

れる中でですね、その操作方法も含めて、また十分な操作方法の周知等ですね、含め

まして、やはりなかなか難しいところもあるのかなというふうに思うわけですが、具

体的にはどのような形でこれをしようとされているのか、先ほど商工会との調整とい

うのもありましたが、その辺の端末等のやり取りも含めまして、具体的な部分を、分

かればもう少し詳しく教えていただきたい。  

○議長（吉田哲也君）  

 総務課長。  

○総務課長（原田敏明君）  
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 髙山議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 提携店舗でございますが、取りあえず商工会様と連携させていただきまして、商工

会のほうから募集や周知を行っていただくという予定でございます。  

 提携店舗数につきましては、商工会の商品券の取扱い店舗である４０店舗を最終目

標ということで設定しておりますけども、初年度におきましては、約２０店舗をです

ね、目指したいというふうに考えているところでございます。  

 なお、提携店舗には専用の読取りカードの機械をですね、末端機械を設置させてい

ただいて、ポイントの決済を行っていただくというような構想でございます。  

 以上です。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 これまでも商品券であるとかね、いろんな形で発行されてやられてきたわけですか

ら、大体住民の方が利用される店舗というのは、大体の把握はされているのかなとい

うふうに思いますけれども、やはりなるべく町内全域のですね、広い商業者の方を対

象にですね、やはりそういう恩恵が届くような、そういう取組をね、今後検討してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 次にですね、総合福祉施設整備事業について、１６ページです。  

 約４ ,０００万円のこの補正が計上されております。また、第２表にはですね、債

務負担行為の補正も計上されているわけですけれども、この件についてですね、担当

する課長として、令和６年度末にこの完成を予定されているこの施設ですけれども、

この事業を令和７年度まで延長する、引っ張るということについての説明をお願いし

たい。  

○議長（吉田哲也君）  

 総合施設整備課長。  
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○総合施設整備課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの髙山議員のご質問にお答えいたします。  

 こちらの工事請負費が主なものになりますが、現在道路工事中でございます東側の

仮設の駐車場、こちらにつきまして、本設工事を予定しております。それの補正額の

一部でございます。  

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 仮設の駐車場を、改めてその工事するという部分ですかね、補正ですかね。はい、

分かりました。  

 次にですね、１４ページです。  

 茶源郷乗合交通生活お届け事業、茶源郷のことばっかり言うて、ＷａｚＣａｒのこ

とばっかり言うて申し訳ないんですが、今回ですね、当初予算ではですね、運営補助

金が２ ,０３３万円というのが計上されていたわけです、当初ね。今回補正というこ

とで、１９９万円の補正が組まれています。これはどういうことなのかということと、

併せて、山城ヤサカ交通ともこの契約を今年度はされているわけですけれども、山城

ヤサカとの契約の金額を、できれば教えていただきたいと思います。  

○議長（吉田哲也君）  

 総務課長。  

○総務課長（原田敏明君）  

 髙山議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 こちらの補助金につきましては、１９９万２ ,０００円計上させていただいている

ところでございますが、こちらの経費につきましては、主なものといたしましては、

事務諸経費がですね、当初の計画よりも加算しているという部分が一つございます。
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また、３時間前からの乗車予約ということでございますので、そちらの部分でですね、

オペレーター等のですね、運転手の人件費も見込んでいるというところでございます。  

 ヤサカ交通の分の委託料と言いますか、支払いにつきましては、年間１ ,００６万

９ ,０００円というところでございます。よろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 はい、分かりました。  

 それで、先日も質問させていただいたわけですけれども、今後、次年度に向けてね、

これから運営協議会のほうで、次年度の運営の方法をですね、議論されるかというふ

うに思うわけですけれども、湯船地区の方の、住民の方のご意見というのは、ＮＰＯ

のほうで十分把握されているかなというふうに思うわけですが、湯船地区以外の住民

の方のご意見ですね、声というものはどのように確認をされて、またそれをどのよう

に反映をされていくのかということですね。そのことについて教えていただきたい。  

○議長（吉田哲也君）  

 総務課長。  

○総務課長（原田敏明君）  

 湯船区以外のご利用の方でございますが、以前にですね、路線バス対策協議会とい

うのを開催させていただきまして、そこでＷａｚＣａｒの利用状況、進捗状況のほう

をお話しさせていただいたわけでございますが、やはりそのときでも、ちょっと以前、

この運営協議会になってからは使いにくいんじゃないかという声もお聞きしていると

ころでございますので、その点につきましては、よりよいニーズがありましたら、そ

れに合わせていただくようにですね、改善のほうは努めてまいりたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  
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 ４番、髙山議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 これ最後ですかね。  

 路線バス対策協議会のほうでですね、各団体の代表の方、また、区長さん、参加い

ただいているわけですけれども、なかなか区長さんがね、それぞれの住民の方のお一

人お一人のご意見をね、把握されているかというと、なかなか難しいところもあるか

と思うんです。  

 なので、できましたら、やはり高齢者の方が中心になるかと思いますのでね。やは

りこのふれあいサロンであるとか、そういった、この場所を活用しながらですね、以

前も多分やっていただいたと思いますが、そういう各それぞれ個々の区のこの住民の

方にですね、直接お声を聞いていただくような手法もですね、検討いただけたらとい

うふうに思います。  

 やはり特に湯船地域、エリア以外はですね、やはり運行する曜日であるとか、時間

帯の問題とか、いろんな声も聞いておりますのでね、やっぱりそういったところもや

はり直接お聞きいただいたほうがいいのかなというふうに思いますので、そこにつき

ましては、今後調整いただきたいと思いますが、いかがですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 答弁させていただきます。  

 今の髙山議員のご意見でございます。  

 私たち自身もなかなか実感の湧きにくい事業でございます。どの場所でどういう方

が求められているのかというのも、車を自分で運転する者にとってみれば、なかなか

分かりにくい事業でございますので、できる限り広く広いところで意見を聞けるよう

な場所を今後設けさせていただいて、令和７年度以降についての運営の仕方、運行の
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仕方についても、ロスのないような形をもって考えていきたいと思いますので、検討

につきましては、またご意見等をいただきましたらありがたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 まず、簡易水道の関係をお聞きしたいと思います。  

 いわゆるＰＦＡＳの問題ですけども、有機フッ素化合物の汚染の問題です。  

 これは、常任委員会のほうでも、いわゆる水質検査の結果、表にして出していただ

きましたけども、その結果を見ますと、原水で、いわゆる７ナノグラム。上水、これ

は木屋公民館ということですけども、１０ナノグラムということで、国の暫定目標値

の５０ナノグラム以下ではありますけども、これはアメリカのほうで採用されている

基準で言いますと、これは４ナノということになっておりまして、両方を上回ってい

るというふうに思っております。  

 そもそもこのＰＦＡＳというのは、自然界には存在しない物質でありまして、１９

３０年代にアメリカの企業が開発・製造を始めて、その後、原爆開発などにも使用さ

れた歴史を持っているというふうに伺っております。  

 問題はですね、極めて緩い国の暫定目標値の以下かどうかということではなくて、

この自然界にそもそも存在しない有害物質が、なぜ和束町の水道の原水、上水に含ま

れているのかということなんですね。検出せずではなく、一定の数値で検出がされて

いるということについて、これ、町としてどのように考えておられるのか、また、な

ぜこういう検出されるということは、どこかで原因があるというふうに思うんですけ

ども、その辺の原因については、現段階でどのようにお考えですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 建設事業課長。  
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○建設事業課長（井上博丞君）  

 お答えいたします。  

 なぜ、和束町の水道にＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが入っているのか。微量なんですけども、

少し観測はしております。その入っている原因は、ちょっと私も詳しくは分かりませ

んけども、日本の基準では、今、目標暫定値が４０ナノパーリットルですけども、ア

メリカのほうでは４ナノという設定に変えられました。日本の基準値では、諸外国、

機関が行った評価の中で妥当と考えられるものの中から、安全側の観点より最も低い

ものを採用し、現在の基準値となっているところでございます。  

 水質基準逐次改正検討会において、水道水におけるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ、目標値等

が検討されているところでありますので、定められた基準に基づき、和束町としては

適切に対応をしていきたいと考えております。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 それで、適切に対応すると言った場合に、やはりその必要なことというのは、やは

りその汚染源をちゃんと特定するということだと思うんですよね。そもそもないんで

すから、自然界にね。だから、普通だったら検出されないはずなのに、されていると

いうところは、どこかがその汚染源になって混入しているということですから、そこ

はやはりですね、町として分からないというだけじゃなくて、分かるように、ちゃん

と調査していただきたいというふうに思うんですね。  

 それと、やはり検査も、いわゆる原水、いわゆるもともとの水源の原水ですね。は

もちろんですけども、今回、木屋公民館というのは、いわゆる終点だからというよう

な話、前されたと思うんですけども、そこだけじゃなくて、やはりその保育園や学校、

避難所指定している公共施設などですね、やはりその一般住民の方が、また子どもた

ちがやはり口にする、そういうようなところですね、というところを中心に、やはり
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もう少し幅広く検査をしていただきたいというふうに思うんですけども、その辺いか

がですか。  

○議長（吉田哲也君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（井上博丞君）  

 お答えいたします。  

 現在、原水１か所、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの水質検査をしております。令和６年度か

らは上水でも、今、議員が言われたとおりに、木屋区公民館で１か所調査をしており

ます。  

 一応、これから先ですね、中部配水池とか、城山高区配水池とか、ちょっと水質基

準の検査をする箇所を１か所じゃなくて、２か所、３か所ぐらいの水質検査できるよ

うに、ちょっと検討を進めていきたいと考えております。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 このＰＦＡＳの有毒性につきましては、この間、世界でも日本でも研究が進められ

てきておりまして、ごく低量でもいろいろな健康問題を引き起こす原因となり得ると

いうことが明らかになされております。特にその体が小さく、毒を排出する力が育っ

ていない子どもはですね、影響を受けやすいとされておりますし、また、いわゆる母

体の汚染による胎児への影響も含めて、危険性が指摘されております。  

 そういうような状況もある中で、日本の国の暫定目標値というのは、世界的には大

変低いということで、甘いということで、大変批判の的にもなっております。そうい

う意味では、やはりその国の目標値というものをうのみにせずに、あくまで安全な水

に責任を負う立場で、できる限りの対策対応を、町としてもしていただきたいと思い

ますので、そこは取りあえず、今日は強く要望はしておきたいというふうに思います
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ので、先ほど、もうちょっと複数で検査したいと言われたことは、必ずやっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 次にですね、先ほど出ておりましたポイント事業の関係ですけども、先ほどの説明

ではですね、いわゆる商品券等ですね、この間、国の支援金などを使っての事業など

を、一定その経費の節減も含めて進めていくために、やりたいというようなことでお

話しされておりましたけども、今回この買物できるシステムを構築するのに、２ ,０

００万かけると。そのうち、半分の１ ,０００万は一般財源だという意味では、一定

のかなり経費をかけてシステムを構築されるということなんですね。  

 そこでちょっと確認しておきたいんですけども、先ほどちょっと出ておりましたが、

いわゆるこれはカードを持っていただくということだと思うんですね。住民の方に。

これは全ての住民にカードを交付するということなのか、世帯に交付するということ

なのかをちょっと確認したいのと、それから、例えば人口というのが、また人が入っ

てきはったりもしますから、そしたらまた新たに交付する。また、もし破損した、な

くした、再交付するという費用は、今後どういうふうにしてやってこられるのか。  

 また、お店に置く、今出ていましたリーダーですね。というのも新たに、例えばお

店で設置するというようなときの費用、また故障したとかね、そういったときの、ま

た置き換える費用、そういったことも含めて、一旦システムを構築すればですね、や

はり維持管理していく費用というのはずっとかかるわけです。そういった費用という

のは、今後どのように工面されていくという見通しはどうですか。それも含めて答弁

をお願いします。  

○議長（吉田哲也君）  

 総務課長。  

○総務課長（原田敏明君）  

 岡本議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 カードの配布につきましては、配布の方法につきましては、今のところは検討中と



― 75 ― 

いうことでございますが、一応全町民の方に対して配布させていただくという方向で、

検討を今のところ進めさせていただいているところでございます。  

 それと、新しい世帯、また新しく誕生されましたお子様ということにつきましても、

カードのほうはですね、一旦５ ,０００枚作成する予定でございますので、そちらの

ほうを配布させていただけるということで、検討をしているところでございます。  

 また、リーダー設置費用につきましては、１台約１０万円程度というところで見込

んでいるところではございます。もちろん、これにつきましては、操作方法等、設置

していただける商店につきましては、研修をさせていただく予定というところでござ

います。  

 来年度以降の年間のコストでございますけども、システム利用料としては、年間３

００万円ということで、今のところは試算をさせていただいているというところでご

ざいます。  

 また、先ほど町長から申し上げましたように、昨年度の商品券事業におきましては、

封筒等の消耗品や印刷費、また郵送料、また換金の手数料を含めますと、１回当たり

約２３０万円を支出させていただいているというところでございますので、よろしく

お願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 いわゆるシステムの管理料ですか、その関係で、年間３００万はずっとかかるとい

うことですよね。先ほど、その商品券を１回やるのに、いろいろかけて２３０万とい

う点ではね、いわゆるどっちが安いのかという話にもね、なるとは思うんですけども、

それでですね、今回は、いわゆるそういうシステムを構築すると。要はね。そういう

今後、例えば何か商品券、商品券的な事業をするというときに、このポイントを、言

ったら付与するというための、まずは土台をつくるというのが今回の費用だというふ
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うに思うんですけども、ですからシステムだけ構築しても、ポイントが付与されなか

ったら何も稼働しないということになりますし、役に立たないと。  

 そういう意味でですね、ポイントを付与するという財源がないと、要は動かないわ

けですよね。大体商品券を全世帯、例えば１人何ぼとかというふうに、これまで配っ

てきた部分でいうと、大体やはり１回１ ,８００万ぐらいかかってるんですね。年間

２回ぐらいすると、４ ,０００万ぐらいかかってるというのが、これまでの、去年、

令和５年度で言えばそういう実績があったと思うんですけども、これは全て国のお金

だったという意味では、国からお金が来ればいいですけども、それは来るかどうかと

いうのは分からないと。という意味では、一定こういうものを恒常的に運用していこ

うと、役に立てていこうと思ったら、そういうポイント自身をちゃんと確保していく

ということがなかったら、役に立たないと思うんですね。その辺、どのようにこのポ

イントの財源ですよね、というのは考えておられるのか。  

 また先ほど商品券の話で、話は大体進んでますけども、ほかに例えば、全員じゃな

くても、例えばこういうとこ、ピンポイントでこういう方たちにこういう給付をしよ

うとかいうことも含めて、何かそういうことも含めた活用も考えておられるのかどう

か、その辺も含めてお願いしたいと思います。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 答弁させていただきます。  

 今定例会でも出ておりましたとおり、いろんなﾌｸﾖｳした形をしていきたいというこ

とでございます。  

 基本的に今言われるように、岡本議員が言われるように、まずポイントで何とかし

たいというのは、思いはあります。これは補助事業を採択するための一つの手段とし

て考えております。その後には、防災で活用するとか、いろんなところで活用できる
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と考えておりまして、汎用的にこのカードを使っていきたいと。最終的には、マイナ

ンバーカードとの連携も図れるようになれば一番いいんですけども、そこまで持って

いく前に、日常的にカードを持つことが不安じゃないカードにしたいという考え方で

ございます。まだなかなか、マイナンバーカードになりますと、家のロッカーの中に

入っているというような話をよく聞きますし、そういうものではなくて、もっと簡単

に持てて、それがうまく中で使える。例えば、出産祝い金であったりとか、そういう

ものもポイントカードで活用していったりとかいう、具体的なところも使いながら、

またまた最終的には、持病の関係とか、前回でしたかね、山本議員のほうから一般質

問ありましたけども、いろんなそういう防災的なのをカード的にもできないのかとい

う話もございましたけども、そういうところにも発展していけたらという考え方をし

ておりますので、このカードが和束町にとって地域通貨だけじゃなく、それ以外にも

活用できることを視野に入れておりますので、ご理解のほうをお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 いろいろその用途としては、いろいろご検討されているということだというふうに

思うんですけども、いずれにしましても、いわゆる住民の生活を支援するという意味

での、またそれからそれが、地域の経済に回っていくということは考えたにしたって、

いずれにしても、財源がなかったら回らないということだと思うんですよね。  

 だから、国の財源が来てからということだけで考えたらね、来なかったら一向に、

言ったらそのポイントが入ってこないということにもなりますから、やはり町として、

例えば一定の財源は毎年ちゃんと確保して、こういう事業をしていくとかいうこと自

身もしていかないと、やはり高いシステムだけ構築してですね、何も活用されないと

いうふうになるというふうに思いますので、そこはもう少しやはり具体的にですね、

示していただきたいなというふうに思うんです。  
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 そういった点で、ちょっと先ほどマイナンバーカードとも云々という話ありました

けどね。将来的に。基本的に、でもマイナンバーカードは任意ですからね。それと結

びつけるとなってしまうと、はじかれる方が絶対出てくると思うんですよね。いわゆ

るそこで、そのマイナンバーカードとひもづけてしまったらね。持たない方はじゃあ

どうなるのかという話になりますし、そういうことも含めてですね、やはりそこはち

ゃんと丁寧に考えていただきたいというふうに思います。  

 ちょっと今言いましたように、そういうちゃんとした財源を、町として最低限、毎

年これだけは確保しようというようなね、見通しがあるのかどうかということと、そ

れと、いろいろそういう、ポイントとして例えばいただけたとしてもね、例えば出産

祝い金というと、一定大きいですよね。１０万とか２０万とか。でも、それをじゃあ

例えば、町内の店だけで使ってくださいとなったらね、それは使えるものもあります

けども、やっぱりその店もないわけですからね、あまり。そういった意味では、自由

に使えなくなってしまうという、そういったこともあると思うんですね。そういう意

味では、やはりどういうものをそういうポイントとして付与していくのかということ

も、やはりしっかりと区別いただいて、やっていただく必要もあるんじゃないかと思

うんですけども、その辺のお考え、いかがでしょうか。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 答弁させていただきます。  

 基本的に、私の考え方の中には、町内で使えないことはないと思っております。ど

の形で使われるかということについては、個人さんの自由にはなりますけども、町内

の業者さんで使っていただくと。これは、先ほどから何回も言われておりますように、

どうした財源を基にしているんだということですけども、町内で使っていただくこと

によって、町内の業者さんの所得が上がる、所得が上がることで税収が入ってくると
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いうことを僕は期待しております。そちらの中で地域経済を回したいと、地域通貨の

根本的なことを和束町で今後やっていきたいということが目的でございます。  

 併せて、個人に配るという考え方をしておりますのは、個人が緊急な場合、非常時

とかに対して、何とかこのカードが役立たないかということも視野に入れております

ので、汎用的にカードを活用していきたいというのが目的でございます。  

○議長（吉田哲也君）  

 ６番、岡本議員。残り２分です。  

○６番（岡本正意君）  

 いずれにしても一定の経費をかけて構築される、そういうシステムですから、やは

りそれが無駄にならないように検討のほうをぜひちゃんとしていただきたいなという

ふうに思いますし、町長が言われることは分かりますよ。地域で経済を回したいと。

それは私もそう思っていますし、ただ、やはり現状として、買物ができるところがす

ごく限られているという問題もありますし、そういった問題も含めて、ぜひ考えてい

ただきたいなというふうに思います。  

 最後に、海洋センターの関係で１点だけ聞いておきたいんですけれども、前回の議

会のときに、海洋センターのプールについて一応廃止というか、していくというよう

な話がありましたけれども、その辺は、どのように今検討されているのか。一応今の

現段階で方向性について出ていれば、ぜひお願いしたいと思いますし、海洋センター

全体として、どういう施設として今後活用していきたいというふうに方向性を今のと

ころ持っておられるのか、併せてお願いします。  

○議長（吉田哲也君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 答弁させていただきます。  

 基本的に海洋センターのプールにつきましては、築４０年を超えました。実際に今
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のプールをもう一度プールとして使用するには数千万円では利かないという状況にな

ってきております。ただ、海洋センターのプールにつきましては、消防水利というこ

とがございます。ですので、今すぐにプールを潰してしまうのかという話になります

と、消防水利も含めましての検討も必要になってきます。この辺も含めまして、今後

慎重に検討しながら、どういうふうな形でしていくのか。今年につきましては、小学

校のプール開放ということで、小学校等の協力を得てプールを開放した結果、約３５

０人ほどの方が入ってもらえたと。それに対して先日もちょっと町なかを歩いてまし

たら、お母さん方がよかったわという声も聞かせていただきました。そういうことも

含めて、来年に向けてどういう形にするのか。それと海洋センター自身を今後どのよ

うな形で活用していくのかというのも含めて検討してまいりたいと思いますので、ご

理解のほうよろしくお願いいたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ほか質疑ございませんか。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 採決は、１件ごとに行います。  

 議案第４１号  令和６年度和束町一般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４１号  令和６年度和束町一般会計補正予算（第２号）は、原

案のとおり可決されました。  
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 議案第４２号  令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４２号  令和６年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり可決されました。  

 議案第４３号  令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４３号  令和６年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。  

 議案第４４号  令和６年度和束町簡易水道事業会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４４号  令和６年度和束町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。  

 議案第４５号  令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４５号  令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。  

 会議の途中ですが、ただいまより午後２時４５分まで休憩いたします。  

休憩（午後２時３３分～午後２時４５分）  

○議長（吉田哲也君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 日程第９、発議第７号  再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書を議題と
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いたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 髙山豊彦議員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 公明党の髙山豊彦でございます。  

 それでは、発議第７号  再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書につきま

して、提案をさせていただきます。  

 本意見書につきましては、令和６年４月２２日付で、京都弁護士会会長及び同再審

法改正実現本部長から再審法改正を求める意見書の提出を求める陳情が届いており、

近年、再審事件や冤罪被害者に対する社会的関心が高まり、日本弁護士連合会などか

ら再審法の問題点も指摘されている中で、地方議会においても再審法改正を求める意

見書が採択されている状況にあります。近隣市町村の木津川市、精華町、笠置町、南

山城村の議会では、６月定例会において既に採択されており、本町議会においても近

隣市町村と足並みをそろえる意味からも意見書の採択が必要と考え、提案をさせてい

ただくものでございます。  

 それでは、意見書を読み上げて提案とさせていただきます。  

 発議第７号  

再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書  

 上記議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条の規定に基

づき提出します。  

令和６年９月２６日  

提出者  和束町議会議員  高山豊彦  

和束町議会議長  吉田哲也  様  

 裏面をお願いします。  

再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書  
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 誤判により有罪判決を受けた冤罪被害者を救済する再審制度については、刑事訴訟

法「第４編再審」（以下「再審法」という）に規定が設けられているが、再審が認め

られることはまれであり、冤罪被害者の救済は容易には進んでいない。その要因とし

て、刑事訴訟法の再審に関する規定の少なさや、それによる個々の裁判体の裁量が大

きいことも指摘されているが、中でも特に重要な課題として、①再審請求手続におい

て証拠開示規定が存在しないこと、②再審開始決定に対する検察官の不服申立てによ

り審理が長期化すること、③再審請求手続の規定が整備されておらず、請求人の手続

保障が十分になされていないことの３点が挙げられている。近年ようやく再審事件や

冤罪被害者に対する社会的関心が高まり、日本弁護士連合会などから再審法の問題点

も指摘されている中で、地方議会においても再審法改正を求める意見書が採択されて

いる状況にある。  

 ついては、国におかれては、冤罪被害者を迅速に救済するため、再審法改正に向け

た議論を速やかに行うよう強く求める。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

 令和６年９月２６日  

 衆 議 院 議 長  額賀  福志郎 殿  

 参 議 院 議 長  尾辻  秀久  殿  

 内閣総理大臣  岸田  文雄  殿  

 法 務 大 臣  小泉  龍司  殿  

 内閣官房長官   林   芳正  殿  

京都府相楽郡和束町議会  

 よろしくお願いします。  

○議長（吉田哲也君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  
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 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより採決いたします。  

 発議第７号  再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書は、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。  

 起立多数です。  

 したがって、発議第７号  再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書は、原

案のとおり可決されました。  

 日程第１０、発議第８号  健康保険証の廃止中止を求める意見書を議題といたしま

す。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 岡本正意議員。  

○６番（岡本正意君）  

 日本共産党の岡本正意です。  

 発議第８号についての提案理由を申し上げます。  

 健康保険証は、私たちの命と健康を守り支える医療を受けるために必要不可欠な証

明書であり、これまでも保険証を廃止しなければならない理由は何一つありませんで

した。にもかかわらず、政府が１２月２日を期限に保険証を廃止しようとしているの

は、国民の命や健康を守ることとは関係なく、マイナンバーカードを全国民に持たせ、

保険証機能を紐づけさせたいだけの極めて政治的な思惑があるからです。  

 そもそも今でもマイナンバーカードを持つかどうかは個人の自由であり、任意です。



― 85 ― 

全ての国民に必要不可欠な保険証を無理やり廃止し、マイナ保険証に誘導することは、

明らかに強制であり、法にも反します。何よりも健康保険証の廃止を多くの国民が納

得しておらず反対しています。  

 このような状況の中で、なし崩し的に保険証を廃止することは全く道理がなく、許

されないことから、本意見書を提案するものです。  

 それでは、別紙を読み上げまして提案させていただきます。  

 発議第８号  

健康保険証の廃止中止を求める意見書  

 上記議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条の規定に基

づき提出します。  

令和６年９月２６日  

提出者  和束町議会議員  岡本正意  

和束町議会議長  吉田哲也  様  

健康保険証の廃止中止を求める意見書  

 政府は、健康保険証を１２月に廃止する方針だが、マイナンバーカードに保険証機

能を持たせた「マイナ保険証」の利用率は、全国で１割程度にとどまっており、個人

情報の扱いなどのトラブルも続く中、国民の信頼は全く得られていない。全国１８の

地方紙が行ったアンケート結果でも、保険証存続を望む声が８割を超え、マイナ保険

証導入そのものの中止も４２％に上っている。このように国民多数が保険証廃止に反

対や不安の声を上げているが、政府は１２月２日に保険証の新規発行を停止し、廃止

する方針を強行しようとしている。このままでは、医療現場の混乱や受診への影響が

生じかねず、廃止は中止すべきである。  

 保険証を廃止した場合、現行の保険証は最長１年間は有効とし、期限後はマイナ保

険証がない場合は、資格確認書を発行、送付し、当面５年間は使用可能とされる。あ

る場合でも資格情報通知を発行し、トラブル時に対応するとし、特例で申請による資
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格確認書を発行する場合もある。これでは現場の事務量や無駄な経費が増大するだけ

であり、保険証を廃止しなければ済む問題である。  

 そもそも、現在においてもマイナンバーカードの取得は任意であるにもかかわらず、

誰もが必要不可欠な保険証を廃止し、マイナ保険証へ誘導することは、医療を人質に

した事実上の強制であり、明らかに違法の手法と言わざるを得ない。  

 以上のことから、このまま１２月に健康保険証を廃止することは到底許されない。

政府においては、保険証存続を望む国民多数の声に耳を傾け、健康保険証の廃止中止

の決断を行うよう強く求める。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

 令和６年９月２６日  

 内閣総理大臣  岸田  文雄  様  

 厚生労働大臣  武見  敬三  様  

 デジタル大臣   河野  太郎  様  

京都府相楽郡和束町議会  

 以上です。  

○議長（吉田哲也君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 発議第８号  健康保険証の廃止中止を求める意見書について、賛成討論を行います。  
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 第一に、意見書の冒頭でも触れているように、保険証廃止に対する国民の不安は大

きく、現行の保険証の存続を願う声が大多数であり、この声を無視した廃止は許され

ないことです。  

 廃止を目の前にして、８割超えの人が保険証存続を希望し、廃止に異議を唱えてい

る事態は、ある意味異常であり、だからこそ自民党総裁選に出ている現職の閣僚が廃

止時期の見直しを言わざるを得ないのです。多数の国民が反対し、廃止を決めた当事

者でさえ、見直しを口にするようなことを強行すれば、大きな混乱や矛盾が噴き出す

危険性があり、廃止は中止すべきです。  

 第二に、そのようなトラブルは、国民皆保険制度を揺るがし、命と健康の危険に直

結することになります。以前、マイナ保険証に別人の情報が紐づけられていることが

発覚し、大問題になりましたが、トラブルは一向に減っておりません。ある県の保険

医協会の調査でも、医療機関の約７割でトラブルが起きております。来年にはカード

の電子証明書の期限切れラッシュが始まるとされており、未更新のカード利用による

トラブル続出も不安視されています。トラブルの多発は、被保険者の命と健康を脅か

し、無保険者の続出など、皆保険制度の崩壊にもつながりかねません。  

 第三に、保険証廃止は極めて多くの無駄や不便、不合理を生み出します。保険証が

廃止されると現行の保険証は最長１年間有効ですが、その後はカード未取得や保険証

機能との紐づけをしていない人には、資格確認書が配付されます。資格確認書は、当

面は更新されますが、あくまで期限付とされています。マイナ保険証の人でも、ケー

スにより資格確認書が発行されるほか、また別に資格情報が記載された文書が配付さ

れるといいます。幾つもの種類の保険証のようなものが存在し、紙の保険証さえあれ

ば何の問題もないのに、極めて無駄な作業や事務を国民や現場に押しつけることにな

ります。  

 また保険証であれば、一目でその方がどの保険かを確認できますが、カードではリ

ーダーを通さなければ分からず、トラブルが起これば、結局は別の資格確認が必要に
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なりますし、投薬等の情報がマイナ保険証に反映するのも時間がかかるため、お薬手

帳も必須となるなど、むしろ手間は増えるばかりです。  

 だからこそ、今でもマイナ保険証の利用率が一向に上がらない実態がございます。

そもそもマイナンバーカードは、情報漏えいや悪用、紛失などのトラブルを避けるた

め、本来は自宅でしっかり管理し、頻繁に持ち歩き、携帯するようなものではなかっ

たはずです。政府は今後、運転免許証や介護保険証など紐づけを増やそうとしていま

すが、そんなことをすれば、トラブルは増えるばかりであり、カードを無理やり持た

せることのみが目的であることが、ますます浮き彫りになっています。  

 第四に、そもそも保険証の廃止の法的な根拠がなく、決定のプロセス自身が不透明

という根本的な問題があります。政府は廃止の法的根拠をマイナンバー法の改正や健

保関連法改正に求めていますが、条文に健康保険証の廃止という文言はなく、単にマ

イナンバーとの一体化と資格確認書を交付するとしているだけです。健康保険法や国

保法の施行規則では、健康保険証の交付は、市町村の義務とされており、それが変更

されたわけでもない。意見書でも指摘しているように、そもそもマイナンバーカード

の取得は今でも任意であり、ゆえに、当然ながら、マイナ保険証も任意であり、個人

の自由です。全国保険医団体連合会が、指摘している問題点でも、そもそもマイナン

バー法でマイナカードの取得は任意原則である。そのため、マイナカード申請・所持

しない被保険者、マイナカードを申請・所持しているが、保険証との一体化を拒否す

る被保険者は多く存在するとしています。和束でもカードの取得は、住民の８割程度、

マイナ保険証は国保で６３％、後期高齢で５１％であり、保険証の廃止は和束でも４

割から５割の方の保険証を無理やり取り上げることになります。  

 このような乱暴なことが明確な法的根拠もなく強行されようとしております。しか

も、政府における保険証廃止の検討プロセスも全く不明です。河野デジタル大臣は、

関係省庁と協議して、デジタル庁が代表して保険証廃止を発表したとしていますが、

その協議の内容を示した記録がないことが、この間の報道で明らかになっております。
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保険証の廃止という、国民の命と健康、国民皆保険制度の在り方に関わる重大な政策

決定の経過さえも闇という状況で、このまま１２月に保険証廃止を強行する無法を許

してはならないのではないでしょうか。  

 以上の理由から、私は本意見書に賛成するものです。  

○議長（吉田哲也君）  

 ほか討論ありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 発議第８号  健康保険証の廃止中止を求める意見書は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。  

 起立少数です。  

 したがって、発議第８号  健康保険証の廃止中止を求める意見書は否決されました。  

 日程第１１、発議第９号  食糧の安定供給に関する意見書を議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 岡本正意議員。  

○６番（岡本正意君）  

 発議第９号の提案理由を申し上げます。  

 令和の米騒動とも言われているこの間の米不足や価格高騰は、我が国の食糧生産や

安定供給の危機的な状況を改めて浮き彫りにしております。今回の事態は一過性で、

特別なケースではなく、この間政府が進めてきた減産や米価のカット、市場任せの供

給など、農政の誤りからくる構造的な問題です。国民を飢えさせないという政治の最

低限の責任を政府が果たし、米をはじめとする食糧の安定供給を求める立場から、本

意見書を提案するものです。  

 それでは、別紙を読み上げまして提案に代えさせていただきます。  
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 発議第９号  

食糧の安定供給に関する意見書  

 上記議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条の規定に基

づき提出します。  

令和６年９月２６日  

提出者  和束町議会議員  岡本正意  

和束町議会議長  吉田哲也  様  

食糧の安定供給に関する意見書  

 この間、主食の米が在庫不足に陥り、店頭から消え、手に入らない事態が急速に広

がり、流通業者や消費者に深刻な混乱と不安を広げました。また、過去最低となった

米の民間在庫を反映し、取引価格が高騰し、物価高による生活への影響に拍車をかけ

ています。主食の米の急激な不足に不安が大きく広がったにもかかわらず、政府は需

給逼迫を否定し、「新米が出回れば解消する」と無策の姿勢に終始したことはあまり

に無責任と言わざるを得ません。政府は全ての国民が米を安心して確保できるよう責

任を果たすべきです。  

 今回の事態の根本には、米の需給と価格の安定に責任を持たない農政があります。

政府は「需要に応じた生産」の名目で、米の消費が毎年減少することを前提に減産を

現場に押しつけ、需給と価格は市場任せです。  

 気象条件や社会や経済の情勢変化による需要と供給へのギャップは避けられず、コ

ロナ禍では需要の大幅減で生産者米価が暴落しました。これを受けて政府が大幅な減

産を強い、在庫を減らしたことが今年の米不足と価格高騰につながりました。僅かの

需給変化で米流通の混乱を生み、価格が乱高下するのは、主食である米を市場に委ね

る危険性を示しています。政府は米の需給と価格安定に責任を持ち、ゆとりを持った

生産で備蓄を確保する、豊作で供給が上回る場合の国の買い上げなどが必要です。  

 また、政府がさきの国会で成立させた農村農業基本法改定では、食料自給率向上へ
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の目標を放棄し、ますます輸入に依存する方針ですが、この方向では、米だけでなく

他の農産物の安定供給も脅かす危険を大きくします。農村では担い手の減少に歯止め

がかからない中、耕作放棄農地の拡大が進むなど、生産基盤の弱体化が懸念されてい

ます。政府においては、将来にわたり米をはじめ食糧の安定供給を確保するためにも、

価格保障や所得保障などを進め、安心して農業を営める環境整備に責任を持って取り

組むよう強く求める。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

 令和６年９月２６日  

 内閣総理大臣  岸田  文雄  様  

 農林水産大臣  坂本  哲志  様  

京都府相楽郡和束町議会  

 以上です。  

○議長（吉田哲也君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 ６番、岡本議員。  

○６番（岡本正意君）  

 発議第９号  食糧の安定供給に関する意見書について、賛成討論を行います。  

 ここ数年の異常な物価高騰で、暮らしの苦境が続く中での今回の米不足や、価格高

騰は暮らしへの大きな打撃となっただけでなく、主食である米が手に入らない、手が

届かないことへの不安を広げています。またコロナ禍以降、全国的に広がった生活困
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窮者や学生などへの食糧支援にも影響を及ぼしており、政府は責任を持って食の安定

供給を行うことが急がれています。今回の事態の原因は、意見書にもあるように、一

時的、突発的な問題ではなく、主食の米をはじめ、食糧全般の安定的な生産や供給に

責任を負わない政府の農政の誤りがあります。  

 今回の事態の直接的な原因は、適正在庫が大きく減少する中、米の供給量が少なか

ったことにあります。それがスーパーなどでの品薄と価格高騰を招きました。この傾

向は、既に６月頃から出ていたにもかかわらず、政府が何ら対策をしなかったことで

事態を深刻化させました。政府の責任は重大です。米の供給量が減った原因は、政府

が米の生産量の削減を進めてきたことにあります。直近では、２０２１年産の米がコ

ロナ禍の影響による需要の大幅減を受けて、米価が大暴落しましたが、政府はこれを

受けて、米が過剰だとして減産を農家に押しつけ、在庫を減らしてきた経過がござい

ます。その結果が今年の米不足と価格高騰につながりました。より根本的には、２０

１３年に安倍政権下で生産コストの４割削減と、米価の大幅引下げを目標とする戦略

が決められ、米生産を支えている兼業農家への支援をなくし、生産者米価が下落して

も放置してきたことがございます。この下で全国的に米農家の離農や廃業が増え、生

産基盤が弱体化を続けています。稲作農家は、２０１０年の約１１６万戸から２０２

０年には、約７０万戸と１０年で４割も減少しています。本町でも基幹産業の茶業と

ともに、稲作も行われておりますが、低い米価とともに、肥料や農薬などの生産経費

の高騰、高額な農機具の保有や維持などが困難となり、さらには、担い手の高齢化の

進行や後継者や担い手不足が深刻となる中、耕作放棄地、荒廃農地も増え続ける中、

生産基盤が崩壊をしてきています。  

 このような状況にもかかわらず、政府は、さきの国会で成立させた農業農村基本法

では、これまで曲がりなりにも位置づけてきた食料自給率アップの目標さえも放棄し、

ますます輸入依存で市場任せの農政を進める方針であり、国民の食糧確保、生産基盤

の強化に責任を負わない農政が続けば、今回のような事態が常態化する危険性がござ



― 93 ― 

います。実際、政府は、来年の６月末在庫を今年より少ない１５２万トンしか見込ん

でおらず、来年も同じことが起こる可能性があります。  

 意見書の最後で求めているように、政府はこれまでの農政を改め、将来にわたり米

をはじめとする国民の食糧の安定供給に責任を持ち、世界では当たり前に行われてい

る価格保障や所得補償などを強化し、生産基盤の再建、強化を図ることを強く求める

とともに、現在も収まっていない米不足や価格高騰の早期解決と再発防止の対策に取

り組むことを重ねて求め、賛成討論といたします。  

○議長（吉田哲也君）  

 ほか討論ございませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 発議第９号  食糧の安定供給に関する意見書は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。  

 起立少数です。  

 したがって、発議第９号  食糧の安定供給に関する意見書は、否決されました。  

 日程第１２、委員会の閉会中の継続審査・調査についてを議題といたします。  

 各委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付の申出一覧表のとお

り、閉会中の継続審査・調査の申出があります。  

 お諮りいたします。  

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付することにご異議あり

ませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付すること

に決定いたしました。  
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 お諮りいたします。  

 今期定例会に付された事件は全て議了いたしました。  

 よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 よって、今期定例会は、本日をもって閉会することに決定いたしました。  

 町長、挨拶。  

○町長（馬場正実君）  

 皆さん、今定例会に提案させていただきました認定・同意・議案につきまして、全

てご承認いただきまして、まずもってありがとうございます。  

 開会当時は、いつが秋が来るのかというぐらい暑い日が続きましたけれども、何と

か閉会の今日を迎えまして、秋らしくなってまいりました。ただ、今年１月１日に発

生しました能登地方の災害、今回もまた台風でやられるという事態になっております。

被害を受けられた皆様には、お見舞い申し上げますとともに、またお亡くなりになら

れた方々につきましては、ご冥福をお祈りしたいと思います。  

 日本の気象につきましては、基本、今までは紀伊半島で起こっていたようなことが

今、能登地方で起こっていると。かなり熱帯の緯度が上がってきたのかなと思ってお

ります。ただ和束町につきましては、昨年の８月１５日以来、警報が１回も出ていな

いという状況でございます。こういった状況がいつまでも続くことを私は期待してお

りますけれども、いつまた大きな災害が起こるかも分かりません。そしてそういうこ

とになったときには、皆さんのご協力も得ながら対応していかなければならないと考

えておりますので、その節はよろしくお願いしたいと思います。  

 令和６年度も後期に入ります。後期になって、この令和６年度事業を完成していか

なければならない事態になっております。特にトンネルの貫通、それから隣でつくっ

ておりますＣｈａ  ｎｏｖａの建設、これにつきましては、本日わらくのほうから現
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地を見ておったんですけれども、かなり大きなものが建ちました。これをどうして使

っていくかについては、令和６年度後半からにかけて各担当課を含めた検討を加えな

がら立派な施設を立派な形で住民の方が使っていただけるように取り組んでまいりた

いと思いますので、併せまして皆さんのご協力をお願い申し上げまして、また指導等

をお願い申し上げまして、第３回定例会の閉会のご挨拶とさせていただきます。今期

定例会、本当にありがとうございました。  

○議長（吉田哲也君）  

 これをもちまして、令和６年和束町議会第３回定例会を閉会いたします。  

 本日はご苦労さまでした。  

午後３時１５分閉会   
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